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資料1－1  

厚生労働省発食安0224第1号  

平成 2 2 年 2 月 2 4 日  

薬事・食品衛生審議会   

会長 望月 正隆 殿   
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厚生労働大臣  

諮 問 書  

食品衛生法（昭和22年法律第233号）第10条及び第11粂第1項の規定に基  

づき、下記の事項について、貴会の意見を求めます。  

記  

1．フェネチルアミンの添加物としての指定の可否について  

2．フェネチルアミンの添加物としての使用基準及び成分規格の設定について  
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フェネチルアミンの食品添加物の指定に関する部会報告書（案）  

1．品目名：フェネテルアミン  

Phenethylamine，2－Phenylethanamine，  

〔CAS番号：64・04・0〕  

2．構造式、分子式及び分子量   

構造式：  

訂～NH2   

分子式及び分子量：  

C8HllN 121．18  

3．用途   

香料  

4．概要及び諸外国での使用状況   

フエネテルアミンは、チーズ、魚の加工品、ワイン、キャベツ、ココア、ビール等   

の食品中に存在する成分である。欧米では、焼菓子、ゼラチン・プリン類、肉製品、   
ソフト・キャンディー類、冷凍乳製品類、清涼飲料など様々な加工食品において香り   

の再現、風味の向上等の目的で添加されている。  

5．食品安全委員会における評価結果   

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号の規定に基づき、平   

成21年11月5日付け厚生労働省発食安1105第1号により食品安全委員会あて意見   

を求めたフェネテルアミンに係る食品健康影響評価については、平成21年11月17   

日に開催された添加物専門調査会の議論を踏まえ、以下の評価結果（案）が平成21   

年11月26日付けで公表されている。  

評価結果：フェネチルアミンは、食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念が  

ないと考えられる。  

6．摂取量の推計   

上記の食品安全委員会の評価結果によると次のとおりである。  

－3－   



本物質の香料としての年間使用量の全量を人口の10％が消費していると仮定する  

JECFAのPCTT（PerCapitaintakeTimesTen）法による1995年の米国における  

一人一日あたりの推定摂取量は、0．鵬膵である。なお、欧州における年間使用量は  

報告されていない。正確には、指定後の追跡調査による確認が必要と考えられるが、  

既に指定されている香料物質の我が国と欧米の推定摂取量が同程度との情報がある  

ことから、我が国の本物質の推定摂取量は、およそ0．05巨gになると推定される。な  

お、米国では食品中にもともと存在する成分としての本物質の摂取量は、意図的に添  

加された本物質の約58，000倍であると報告されている。  

7．新規指定について   

フ工ネチルアミンを食品衛生法第10条の規定に基づく添加物として指定すること   

は差し支えない。ただし、同法第11条第1項の規定に基づき、次のとおり使用基準   

と成分規格を定めることが適当である。  

（使用基準案）   

香料として使用される場合に限定して食品健康影響評価が行われたことから、使用  

基準は「着香の目的以外に使用してはならない。」とすることが適当である。  

（成分規格案）   

成分規格を別紙lのとおり設定することが適当である。（設定根拠は別紙2、JECFA  

規格等との対比表は別紙3のとおり。）  
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（別紙1）  

フェネチルアミン（案）  

Phenethylamine  

訂～NH2  

分子量121．18  C8HllN   

2・Phenylethylamine【64・04・0］   

含  量 本品は，フェネチルアミン（CgHllN）95．0％以上を含む。  

性  状 本品は，無～淡黄色の透明な液体で，特有のにおいがある。  

確認試験 本品を赤外吸収スペクトル測定法中の液膜法により測定し，本品のスペクトルを参照   

スペクトルと比較するとき，同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。  

純度試験（1）屈折率 n筈＝1．526～1．∬2  

（2）比重 0．961～0．967  

定量法 香料試験法中の香料のガスクロマトグラフィーの面積百分率法の操作条件（1）により   

定量する。  
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参照赤外吸収スペクトル  
フェネチルアミン  

％丁 50  

ロ1  

1500  
Wavenumber［cm－1］   



（別紙2）  

フェネチルアミンに係る成分規格等の設定根拠  

含量   

JECFAは「95％以上」を規格値としている。本規格案では、国際整合性を考慮して  

JECFA規格と同水準の規格値とするが、他の添加物の規格値との整合性を考慮して′」、数  

点以下一桁までを有効数字とし「95．0％以上」とした。  

性状   

JECFAは「無～微、淡黄色の液体；魚様臭気」を規格としている。   

本品は特有の香気を持つが、香気は人により必ずしも同一に感ずるとは限らないことか   

ら、本規格案では「無㌣淡黄色の透明な液体で，特有のにおいがある。」とした。  

確認試験   

JECFAではフェネチルアミンの確認試験に核磁気共鳴分光法（NMR）を採用しているが、  
香料業界及び香料を利用する食品加工メーカーにおいてNMR装置は広く普及しておらず、  

測定環境に実務上問題がある。我が国では、これまで指定された香料については赤外吸収  

スペクトル測定法（Ⅰ母を確認試験法として採用しており、実際にNMR、質量分析（MS）で   

フェネチルアミンと確認できた物質のIRスペクトルは、独立行政法人産業技術総合研究  

所等により公開されているIRスペクトルとの同一性が確認されていることから、本規格   

案ではIRを採用することとした。  

純度試験   

（1）屈折率JECFAは「1．526～1．532（25℃）」としている。本規格案では国際整合  

性を考慮してJECFAが規格値としている「n筈＝1．526～1．532」を採用した。   

（2）比重JECmは「0．961～0．967（25℃／25℃）」としている。市販品6社6製品を  

9機関で分析した結果、0．960～0．962、平均0．961（25℃／25℃）、0．963～0．965、  

平均0．964（20℃／20℃）であった。また、試薬会社の規格値は東京化成では0．9610  

～0．9650（20℃／20℃）、関東化学では0．粥（20℃／20℃）、ナカライテスクでは  

0．965（20℃／20℃）、ACROSでは0．962（20℃／20℃）、アルドリッチでは密度0．962  

g／mLat20℃（0．964（20℃／20℃））、和光純薬では0・957～0・965g／mlat20℃  

（0．959～0．967（20℃／20℃））であった。これらのことより、∬CFAの測定温度  

25℃は誤りで20℃の可能性が考えられる。今回、国際食品香料工業協会（IOFI）  

に修正要望のためのデータを提出しており、いずれJECFAで審議されることにな  

る。現時点においては、最終的な測定温度および規格値がどのようになるか不明  

であるが、国内の香料については、測定温度を20℃としているものも多いため、  

本規格案では「0．961～0．967」とした。  

定量法   

JECFAはGC法により含量測定を行っている。 また、香料業界及び香料を利用する食  

一丁－   



品加工メーカーにおいてもGC装置が広く普及しており、測定機器を含めた測定環境に  

実務上問題は無いことから本規格案でもGC法を採用することとした。  

本島は、沸点が150℃以上（194～195℃）のため、香料試験法の9，香料のガスクロマト  

グラフィーの面積百分率法の操作条件（1）により定量する。  

JECFAでは設定されているが、本規格では採用しなかった項目  

溶解性   

JECFAは、「溶解性：水、エータルに溶ける」、「エタノールへの溶解性：溶ける」と   

している。しかしながら、本規格案ではIRによる確認試験、純度試験として屈折率・比   

重、含量を規定しており、「溶解性」の必要性は低いため、採用しないこととした。   

沸点   

沸点の規格をJECmは「194～195℃」としている。一般に、香料化合物は、加熱分  

解臭をつけないように減圧精密蒸留により一定の範囲の留分を得たものであり、その品質  

管理はGC法により実施されるため、沸点は必ずしも香料化合物の品質規格管理項目とし  

て重要ではないと考えられることから、本規格案では沸点に係る規格を採用しないことと   

した。  
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（別紙3）  

香料「フエネチルアミン」の規格対比表  

規格案   JECFA   

95二0％以上   95％以上   

性状  
本品は，無～淡黄色の透明な液体  
で，特有のにおいがある。  

無～微，淡黄色の液体；魚様臭気   

確認試験  1R法（参照スペクトル法）   NMR法（参照スペクトル法）   

純度  屈折率   1．526′、■1．532（250c）   1．526～1・532（軍50c）  

試験  比重   0．961～0．967（20／200c）   0．961～0，967（25／250c）   

溶解性  （設定せず）   水，エーテル，アルコールに溶ける。   

沸点  （設定せず）   194～1950c．   

定量法  GC法（1）   GC法   
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資料1－3  

（案）  

添加物評価書  

フェネチルア  

2009年11月  

食品安全委員会添加物専門調査会  
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要 約   

食品の香料に使用される添加物「フェネチルアミン」（CAS番号：64－04－0）につ  

いて、各種試験成績等を用いて食品健康影響評価を実施した。   

評価に供した試験成績は、反復投与毒性及び遺伝毒性に関するものである。   

本物質には、少なくとも香料として用いられる低用量域では、生体にとって特段  

問題となる毒性はないものと考えられる。また、本専門調査会として、国際的に汎  

用されている香料の我か国における安全性評価法により、構造クラスⅡに分類され、  
安全マージン（1，000，000）は90日間反復投与毒性試験の適切な安全マージンとさ  

れる1，000を上回り、かつ、想定される推定摂取量（0．05ドg／人／日）が構造クラス  

Ⅱの摂取許容値（540膵／人／日）を下回ることを確認した。   

フェネチルアミンは、食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がないと  

考えられる。   



Ⅰ．評価対象品目の概要  

1．用途   

香料  

2．化学名（参照1）   

和名：フェネチルアミン   

英名：Phenethylamine、Benzeneethaneamine、2－Phenylethanamine、  

1－Amino－2－phenylethane、2－Aminoethylbenzene   

CAS番号：64－04－0  

3．分子式（参照1）   

C8HllN  

4．分子量（参照1）   

121．18  

5．構造式（参照1）  

∈y〈＼／ 

N｝一望  

6．評価要請の経緯   

フェネチルアミンは、チーズ、魚の加工品、ワイン、キャベツ、ココア、ビー  

ル等の食品中に存在する成分である（参照2）。欧米では、焼菓子、ゼラチン・プ  

リン類、肉製品、ソフト・キャンディー類、冷凍乳製品類、清涼飲料等様々な加  

工食品において香りの再現、風味の向上等の目的で添加されている（参照1）。   

厚生労働省は、2002年7月の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での了承  

事項に従い、①mO／WHO合同食品添加物専門家会議（JECm）で国際的に安全  

性評価が終了し、一定の範囲内で安全性が確認されており、かつ、②米国及び欧  

州連合（EU）諸国等で使用が広く認められていて国際的に必要性が高いと考え  

られる食品添加物については、企業等からの指定要請を待つことなく、主休的に  

指定に向けた検討を開始する方針を示している。今般、香料の成分として、フェ  

ネチルアミンについて評価資料が取りまとめられたことから、食品安全基本法に  

基づき、食品健康影響評価が食品安全委員会に依頼されたものである。   

なお、香料については、厚生労働省は「食品添加物の指定及び使用基準改正に  

関する指針について」（平成8年3月22日衛化第29号厚生省生活衛生局長通知）  

にはよらず「国際的に汎用されている香料の安全性評価の方法について」に基づ  

き資料の整理を行っている。（参照3）  

4  
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Ⅱ．安全性に係る知見の概要  

1．反復投与毒性   

5週齢のSDラット（各群雌雄各10匹）への強制経口投与による90日間反復   

投与毒性試験（0、0．012、0．124、1．24mg／kg体重／日）では、一般状態、体重、   

摂餌量、血液学的検査、血液生化学的検査、尿検査、眼科学的検査、器官重量並   

びに剖検及び病理組織学的検査において、被験物質投与に関連する変化を認めな   

かった。これらの結果より、NOAELは本試験での最高用量である1．24mg／kg   

体重／日と考えられた。（参照4、5）  

2．発がん性   

発がん性試験は行われておらず、国際機関（InternationalAgencyforResearch  

oncancer（IARC）、EuropeanChemicalsBureau（ECB）、U・S・Environmental  

ProtectionAgency（EPA）及びNationalTbxicologyProgram（NTP））による  

発がん性評価も行われていない。  

3．遺伝毒性   

細菌（助血00e肋むグムⅢUカu皿m98、mlOO・、m1535、m1537及び大腸  

菌WP2uTqA）を用いた復帰突然変異試験（最高用量5mg／plate）では、代謝活  

性化系の有無にかかわらず陰性の結果が報告されている。（参照5、6）   

チャイニーズ・ハムスター肺由来培養細胞株（CHL／IU）を用いた染色体異常  

試験（最高用量0．17mg／mL（1．4mM）（代謝活性化系非存在下）、0．80mg／mL  

（6．6mM）（代謝活性化系存在下））では、代謝活性化系非存在下で最高用量群  

においてのみ構造異常誘発性が認められた。数的異常は代謝活性化系の有無にか  

かわらず認められなかったと報告されている。（参照5、7）   

9適齢のBDFlマウス（各群雄5匹）への2日間強制経口投与による元＝正和  

骨髄小核試験（最高用量110mg／kg体重／日）では陰性の結果が報告されている。  

（参照5、8）   

以上の結果から、晴乳類培養細胞を用いた染色体異常試験において代謝活性化  

系非存在化で構造異常が認められているが、高用量まで試験されたマウスの血  

豆叩骨髄′j、核試験では陰性であることから、本物質には、少なくとも香料として  

用いられる低用量域では、生体にとって特段問題となる遺伝毒性はないものと考  

えられた。  

4．その他   

内分泌かく乱性及び生殖発生毒性に関する試験は行われていない。  
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5．摂取量の推定   

本物質の香料としての年間使用量の全量を人口の10％が消費していると仮定  

するJECFAのPCTT（PerCapitaintakeTimesTen）法による1995年の米国  

における一人一日あたりの推定摂取量は、0．05匹gである（参照9）。なお、欧州  

における年間使用量は報告されていない。正確には指定後の追跡調査による確認  
が必要と考えられるが、既に指定されている香料物質の我が国と欧米の推定摂取  

量が同程度との情報があることから（参照10）、我が国での本物質の推定摂取量  

は、およそ0．05帽になると推定される。なお、米国では食品中にもともと存在  

する成分としての本物質の摂取量は、意図的に添加された本物質の約58，000倍  

であると報告されている（参照11）。  

6．安全マージンの算出   

90日間反復投与毒性試験におけるNOAELl．24mg／kg体重／日と、想定される  

推定摂取量（0．05膵／人／日）を体重50kgで割ることで算出される推定摂取量  

（0．000001mg／kg体重／日）と比較し、安全マージン1，000，000が得られる。  

7．構造クラスに基づく評価   

本物質は構造クラスⅢに分類される。生体内では、フェニルアラニンの脱炭酸  

や消化管におけるアミノ酸の微生物分解により生成する内因性物質であり、ヒト  

尿中で検出されたとする報告がある。   

本物質の属する第一級脂肪族アミン及び芳香族アミン類は、消化管において速  

やかに吸収され、よく知られている代謝経路によりアルデヒドとアンモニアを生  

成し、さらにカルポン酸にまで代謝され、尿中に速やかに排泄されると推定され  

る。本物質が、ヒト血祭由来のモノアミンオキシダーゼ及びウサギの肝ホモジネ  

ートにより脱アミノ化されアンモニアを生じたとする報告、モルモット肝由来ア  

ミンオキシダーゼによりフェニルアセトアルデヒドに代謝されたとする報告、マ  

ウスの心臓及び脳切片、ウサギ及びモルモットの肝ホモジネート並びiこモルモッ  

トの肝切片によりフェニル酢酸に代謝されたとする報告がある。また、本物質を  

皮下投与されたマウス及びラットにおいてフェニル酢酸に代謝され尿中に排泄さ  

れたとする報告がある。また、本物質を投与されたヒトにおいて、速やかにフェ  

ニル酢酸に代謝され尿中に排泄されたとする報告がある。（参照9、12）  

8．JECFAにおける評価  

JECmは、本物質を脂肪族、芳香族のアミン及びアミドのグループとして評価  
し、推定摂取量は、構造クラスⅡの摂取許容値（540トLg／人／日）を下回るため、  

本物質は、現状の摂取レベルにおいて安全性上の懸念をもたらすものではないと  

している。（参照9）  
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Ⅲ．食品健康影響評価   

本物質には、少なくとも香料として用いられる低用量域では、生体にとって特段  

問題となる毒性はないものと考えられる。また、本専門調査会として、国際的に汎  

用されている香料の我が国における安全性評価法（参照3）により、構造クラスⅡ  

に分類され、安全マージン（1，000，000）は90日間反復投与毒性試験の適切な安全  

マージンとされる1，000を上回り、かつ、想定される推定摂取量（0．05トLg／人／日）  

が構造クラスⅡの摂取許容値（540ドg／人／日）を下回ることを確認した。   

フェネチルアミンは、食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がないと  

考えられる。  
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香料構造クラス分類（フェネテルアミン）  
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厚生労働省発食安0224第2号  

平成 2 2年 2 月 2 4 日  

薬事・食品衛生審議会   

会長 望月 正隆 殿   
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厚生労働大臣 長妻  

諮 問 書  

食品衛生法（昭和22年法律第233号）第10条及び第11条第1項の規定に基  

づき、下記の事項について、貴会の意見を求めます。  

記  

1．プチルアミンの添加物としての指定の可否について  

2．プチルアミンの添加物としての使用基準及び成分規格の設定について  
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資料2－2  

プチルアミンの食品添加物の指定に関する部会報告書（案）  

1．品目名：プチルアミン  

Butylamine  

〔CAS番号：109－73・9〕  

2．構造式、分子式及び分子量  

構造式：  

H3C＼／＼ノNH2   

分子式及び分子量：  

C4HllN 73．14  

3．用途   

香料  

4．概要及び諸外国での使用状況   

プチルアミンは、ケール、チーズ、ワイン、キャビア、パン、生鮭等の食品中に存   

在する成分である。欧米では、植物性たん自製品、肉製品、焼菓子、ゼラチン・プリ   

ン類、清涼飲料、冷凍乳製品類など様々な加工食品において香りの再現、風味の向上   

等の目的で添加されている。  

5．食品安全委員会における評価結果   

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号の規定に基づき、平   

成21年9月10日付け厚生労働省発食安0910第2号により食品安全委員会あて意見   

を求めたプチルアミンに係る食品健康影響評価については、平成21年10月20日及   

び11月17日に開催された添加物専門調査会の議論を踏まえ、以下の評価結果（案）   

が平成21年11月26日付けで公表されている。  

評価結果：プチルアミンは、食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がない  

と考えられる。  

6．摂取量の推計   

上記の食品安全委員会の評価結果によると次のとおりである。  

－3－   



本物質の香料としての年間使用量の全量を人口の10％が消費していると仮定する  

JECFAのPCTT（PerCapitaintakeTimesTen）法による1995年の米国及び欧州  

における一人一日あたりの推定摂取量は、それぞれ0．01トg及び104pgである。正  

確には、指定後の追跡調査による確認が必要と考えられるが、既に指定されている香  

料物質の我が国と欧米の推定摂取量が同程度との情報があることから、我が国の本物  

質の推定摂取量は、およそ0．01から104帽の範囲になると推定される。  

7．新規指定について   

プチルアミンを食品衛生法第10条の規定に基づく添加物として指定することは差   

し支えない。ただし、同法第11条第1項の規定に基づき、次のとおり使用基準と成   

分規格を定めることが適当である。  

（使用基準案）   

香料として使用される場合に限定して食品健康影響評価が行われたことから、使用  

基準は「着香の目的以外に使用してはならない。」とすることが適当である。  

（成分規格案）   

成分規格を別紙1のとおり設定することが適当である。（設定根拠は別紙2、JECFA  

規格等との対比表は別紙3のとおり。）  

∇・■丑   



（別紙1）  

プチルアミン（案）  

Butylamine  

H3C＼＼〉／／／へ＼＼／NH2  

分子量 73．14  C4HllN  

Butylamine【109・73・9］  

含  量 本品は，プチルアミン（C4HllN）99．0％以上を含む。  

性  状 本品は，無～黄色の透明な液体で，特有のにおいがある。  

確認試験 本品を赤外吸収スペクトル測定法中の液膜法により測定し，本品のスペクトルを参照   

スペクトルと比較するとき，同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。  

純度試験（1）屈折率 n筈＝1．398～1．404  

（2）比重 鵡…＝0．732～0．740  

定量法 香料試験法中の香料のガスクロマトグラフィーの面積百分率法の操作条件（2）により   

定量する。ただし，カラムは，内径0．25～0．53m，長さ30～60mのケイ酸ガラス製の細管   

に，ガスクロマトグラフィー用ジメチルポリシロキサンを0．25～1〃mの厚さで被覆したもの   

を使用する。  
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参照赤外吸収スペクトル  プチルアミン  

1500  

Wavenumber［cm－1】   



（別紙2）  

プチルアミンに係る成分規格等の設定根拠  

JECFAは「99％以上」を規格値としている。本規格案では、国際整合性を考慮して  

JECFA規格と同水準の規格値とするが、他の添加物の規格値との整合性を考慮して′J、数   

点下一桁までを有効数字とし「99．0％以上」とした。  

性状   

JECmは「アンモニア様臭気の経時変化で黄色になる傾向のある無色の液体」を規格   

としている。   

本品は特有の香気を持つが、香気は人により必ずしも同一に感ずるとは限らないことか   

ら、本規格案では「無～黄色の透明な液体で，特有のにおいがある。」とした。  

確認試験   

JECFAではプチルアミンの確認試験に核磁気共鳴分光法（NMR）を採用しているが、香  

料業界及び香料を利用する食品加工メーカーにおいてMR装置は広く普及しておらず、  

測定環境に実務上問題がある。我が国では、これまで指定された香料については赤外吸収   

スペクトル測定法OR）を確認試験法として採用しており、実際にNMR、質量分析（MS）で   

プチルアミンと確認できた物質のIRスペクトルは、独立行政法人産業技術総合研究所等   

により公開されているIRスペクトルとの同一性が確認されていることから、本規格案で   

はIRを採用することとした。  

純度試験   

（1）屈折率JECFAは「1．398～1．404（20℃）」としている。本規格案では国際整合  

性を考慮してJECFAが規格値としている「n筈＝1．398～1．404」を採用した。   

（2）比重JECFAは「0．732～0．740（25／25℃）」としている。本規格案では国際整合  

性を考慮してJECfAが規格値としている「d；…＝0．732～0．740」を採用した。  

定量法   

JECFAはGC法により含量測定を行っている。また、香料業界及び香料を利用する食   

品加工メーカーにおいてもGC装置が広く普及しており、測定機器を含めた測定環境に   

実務上問題は無いことから本規格案でもGC法を採用することとした。  

本品は、沸点が150℃未満（78℃）のため、香料試験法の9．香料のガスクロマトグラフ   

ィーの面積百分率法の操作条件（2）により定量する。ただし、高極性のポリエチレングリ   

コールを固定相とするカラムではテーリングが著しいため、無極性のジメチルポリシロ   

キサンを固定相とするカラムを使用することとした。  
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JECFAでは設定されているが、本規格では採用しなかった項目  

溶解性   

JECFAは、「溶解性：水に溶ける」、「エタノールへの溶解性：溶ける」としている。   

しかしながら、本規格案ではIRによる確認試験、純度試験として屈折率・比重、含量を   

規定しており、「溶解性」の必要性は低いため、採用しないこととした。  

沸点   

沸点の規格をJECfAは「78℃」としている。一般に、香料化合物は、加熱分解臭をつ  

けないように減圧精密蒸留により一定の範囲の留分を得たものであり、その品質管理は  

GC法により実施されるため、沸点は必ずしも香料化合物の品質規格管理項目として重要  

ではないと考えられることから、本規格案では沸点に係る規格を採用しないこととした。  
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（別紙3）  

香料「プチルアミン」の規格対比表  

規格案   JECFA   

A旦  
己旦  99．0％以上   99％以上   

性状  
本品は，無～黄色の透明な液体  経時変化で黄色になる傾向のあ  
で，特有のにおいがある。   る無色の液体；アンモニア様臭気   

確認試験  IR法（参照スペクトル法）   NMR法（参照スペクトル法）   

純度  屈折率   1．398～1．404（200c）   1．398～1．404（200c）  

試験  比重   0．732～0．740（25／25℃）   0．732～0．740（25／250c）   

溶解性  （設定せず）   水、アルコ「ルに溶ける。   

沸点  （設定せず）   780c   

定量法  GC法（2）、無極性カラム   GC法   
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資料2－3  

府 食 第1 5 7 号  
平成 2 2 年 3 月 4 日  

厚生労働大臣  

長妻 昭 殿   

食品安全委員会  

委員長  小泉 直  

食品健康影響評価の結果の通知について  

平成21年9月10日付け厚生労働省発食安0910第2号をもって貴省から当委  

員会に意見を求められたプチルアミンに係る食品健康影響評価の結果は下記のとおり  

ですので、食品安全基本法（平成15年法律第48号）第23粂第2項の規定に基づ  

き通知します。   

なお、食品健康影響評価の詳細は別添のとおりです。  

記   

プチルアミンは、食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がないと考えら  

れる。  

－13－   



添加物評価書  

プチルア  

2010年3月  

食品安全委員会  
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要 約   

食品の香料に使用される添加物「プチルアミン」（CAS番号：109－73－9）につい  

て、各種試験成績等を用いて食品健康影響評価を実施した。   

評価に供した試験成績は、反復投与毒性、発生毒性及び遺伝毒性に関するもので  

ある。   

本物質には、少なくとも香料として用いられる低用量域では、生体にとって特段  

問題となる毒性はないものと考えられる。また、食品安全委員会として、国際的に  

汎用されている香料の我が国における安全性評価法により、構造クラスⅠに分類さ  

れ、安全マージン（9，000～90，000，000）は90日間反復投与毒性試験の適切な安全  

マージンとされる1，000を上回り、かつ、想定される推定摂取量（0．01～104帽／  

人／日）が構造クラスⅠの摂取許容値（1，800けg／人／日）を下回ることを確認した。   

プチルアミンは、食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がないと考え  

られる。  
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Ⅰ．評価対象品目の概要  

1．用途   

香料  

2．化学名（参照1）   

和名：プチルアミン   

英名：Butylamine、1－Butanamine、Butan－l－amine、1－Aminobutane、  

D－Butylamine   

CAS番号：109－73・9  

3．分子式（参照1）   

C4HllN  

4．分子量（参照1）   

73．14  

5．構造式（参照1）  

／／〈＼／＼ⅧH2  

6．評価要請の経緯   

プチルアミンは、ケール、チーズ、ワイン、キャビア、パン、生鮭等の食品中  

に存在する成分である（参照2）。欧米では植物性たん自製品、肉製品、焼菓子、  

ゼラチン・プリン類、清涼飲料、冷凍乳製品類等様々な加工食品において香りの  

再現、風味の向上等の目的で添加されている（参照1）。   

厚生労働省は、2002年7月の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での了承  

事項に従い、①FAO／WHO合同食品添加物専門家会議（JECFA）で国際的に安全  

性評価が終了し、一定の範囲内で安全性が確認されており、かつ、②米国及び欧  

州連合（EU）諸国等で使用が広く認められていて国際的に必要性が高いと考え  

られる食品添加物については、企業等からの指定要請を待つことなく、主体的に  

指定に向けた検討を開始する方針を示している。今般、香料の成分として、プチ  

ルアミンについて評価資料が取りまとめられたことから、食品安全基本法に基づ  

き、食品健康影響評価が食品安全委員会に依頼されたものである。   

なお、香料については、厚生労働省は「食品添加物の指定及び使用基準改正に  

関する指針について」（平成8年3月22日衛化第29号厚生省生活衛生局長通知）  

にはよらず「国際的に汎用されている香料の安全性評価の方法について」に基づ  

き資料の整理を行っている。（参照3）  
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Ⅱ．安全性に係る知見の概要  

1．反復投与毒性   

5週齢のSDラット（各群雌雄各10匹）への強制経口投与によ畠90日間反復   

投与毒性試験（0、0．18、1．80、18．Omg／kg体重／目）では、一般状態、体重、摂   

餌量、血液学的検査、血液生化学的検査、尿検査、眼科学的検査、器官重量並び   

に剖検及び病理組織学的検査において、被験物質投与に関連する変化を認めなか   

った。これらの結果より、NOAELは本試験での最高用量である18．O mg／kg体   

重／日と考えられた。（参照4、5、6）  

2．発生毒性   

妊娠6～15日のWistarラット（各群雌22～24匹）へ強制経口投与（塩酸塩水  

溶液として0、100、400、1，000mg瓜g体重／日）したところ、1，000mg／kg体  

重／日で母動物の摂餌量の減少がみられた。400mg／kg体重／日以上で内臓奇形胎  

児の増加、1，000mg／kg体重／日で外表奇形胎児の増加、胎盤重量及び胎児体重の  

低下、着床後胚／胎児死亡の増加、骨化遅延胎児の増加が観察された。これらの  

結果より、NOAELは、母動物に対して400mg／kg体重／日（プチルアミン換算  

で267mg／kg体重／日）、胎児に対して100mg／kg体重／日（プチルアミン換算で  

67mg／kg体重／日）と考えられた。（参照7）  

3．発がん性   

発がん性試験は行われておらず、国際機関（InternationalAgencyforResearch  

oncancer（IARC）、EuropeanChemicalsBureau（ECB）、U．S．Environmental  

ProtectionAgency（EPA）及びNationalTbxicologyProgram（NTP））による  

発がん性評価も行われていない。  

4．遺伝毒性   

細菌（助血oDe肋むPh血uLIumTA98、TAlOO、TA1535、TA1537）を用い  

た復帰突然変異試験（最高用量3．3mg／plate）では、代謝活性化系の有無に関わ  

らず陰性の結果が報告されている。 （参照8、9）   

チャイニーズ・ハムスター肺由来培養細胞株（CHL／IU）を用いた染色体異常  

試験（最高用量0．73mg／血L（10mM）（短時間処理・代謝活性化系非存在下及び  

存在下）、0．60mg／mL（50％細胞増殖抑制濃度の2倍）（連続処理））では、構造  

異常誘発性は代謝活性化系の有無に関わらず陰性の結果であったが、数的異常（倍  

数体）が代謝活性化系の有無に関わらず短時間処理で観察対象とした最高用量群  

（代謝活性化系非存在下0．73mg／mL、代謝活性化系存在下0．49mg／mL）におい  

てのみ認められたと報告されている。（参照5、6、10）   

9週齢のICRマウス（各群雄5匹）への2日間強制経口投与による血Ⅲ‘和骨  

髄′J、核試験（最高用量250mg／kg体重／日）では陰性の結果が報告されている（参  

5  
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照5、6、11）。   

以上の結果から、哺乳類培養細胞を用いた染色体異常試験において代謝活性化  

系の有無に関わらず観察対象とした最高用量群においてのみ数的異常が認められ  

ているが、構造異常は認められておらず、高用量まで試験されたマウスのム＝ガI℃  

骨髄小核試験では陰性であることから、本物質には、少なくとも香料として用い  

られる低用量域では、生体にとって特段問題となる遺伝毒性はないものと考えら  

れた。  

5．その他   

内分泌かく乱性に関する試験は行われていない。  

6．摂取量の推定   

本物質の香料としての年間使用量の全量を人口の10％が消費していると仮定  

するJECFAのPCTT（PerCapitaintakeTimesTbn）法による1995年の米国  

及び欧州における一人一日あたりの推定摂取量は、それぞれ0．01ドg及び104ドg  

である（参照1、12）。正確には指定後の追跡調査による確認が必要と考えられ  

るが、既に指定されている香料物質の我が国と欧米の推定摂取量が同程度との情  

報があることから（参照13）、我が国での本物質の推定摂取量は、およそ0．01  

から104順の範囲になると推定される。  

7．安全マージンの算出   

90日間反復投与毒性試験におけるNOAEL18．Omg／kg体重／日と、想定される  

推定摂取量（0．01～104膵／人／日）を体重50kgで割ることで算出される推定摂  

取量（0．0000002～0．002mg／kg体重／日）と比較し、安全マージン9，000～  

90，000，000が得られる。  

8．構造クラスに基づく評価   

本物質は構造クラスⅠに分類される。   

本物質は、消化管において速やかに吸収され、主にフラビン含有モノオキシゲ  

ナーゼ、モノアミンオキシダーゼ又はアミンオキダーゼにより酸化的脱アミノ化  

として知られる経路によりカルポン酸に代謝され、尿中に速やかに排泄されると  

推定される。本物質は、ラット肝モノアミンオキシダーゼBによって代謝される  

ことが報告されている。   

また、本物質がモルモット肝切片において速やかにアセト酢酸に代謝されたと  

する報告がある。（参照12、14、15）  

9．JECFAにおける評価  
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JECFAは、本物質を脂肪族及び芳香族のアミン類及びアミド類のグループとし  

て評価し、推定摂取量は、構造クラスⅠの摂取許容値（1，800膵／人／日）を下回  

るため、本物質は、現状の摂取レベルにおいて安全性上の懸念をもたらすもので  

はないとしている。（参照12）  

Ⅲ．食品健康影響評価   

本物質には、少なくとも香料として用いられる低用量域では、生体にとって特段  

問題となる毒性はないものと考えられる。また、食品安全委員会として、国際的に  

汎用されている香料の我が国における安全性評価法（参照3）により、構造クラス  

Ⅰに分類され、安全マージン（9，000～90，000，000）は90日間反復投与毒性試験の  

適切な安全マージンとされる1，000を上回り、かつ、想定される推定摂取量（0．01  

ノ、、ノ104膵／人／日）が構造クラスⅠの摂取許容値（1，800膵／人／日）を下回ることを確  

認した。   

プチルアミンは、食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がないと考え  

られる。  
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香料構造クラス分類（プチルアミン）  
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過酸化水素処理による釜揚げシラスについて  

1．過酸化水素とは   

用途：漂白剤、殺菌料   

使用基準：最終食品の完成前に過酸化水素を分解し、又は除去しなければならない。  

2．経緯   

過酸化水素は、昭和23年に食品添加物として指定されおり、昭和44年には、うど  

ん、かまぼこ、ちくわにあっては0．1g／kg以上、その他の食品にあっては0．03g／kg   

以上残存してはならないとする使用基準が設けられた。   

その後、弱い動物発がん性が認められたとの報告があったことを踏まえ、当該物質  

が分解しやすいという特性も勘案のうえ、昭和55年2月に使用基準が「最終食品の  

完成前に過酸化水素を分解し、又は除去しなければならない。」と改められた。その  

際、最終食品中の過酸化水素の残留については、製造技術、加工技術、工程管理等を  

包含して評価して、最終食品中に過酸化水素の残留がないことが確実でなければなら  

ないとされり、現荏、かずのこへのカタラーゼ及び亜硫酸塩による過酸化水素の分解  

処理を行う方法についてのみ使用が認められている。   

今般、（株）カワウボ製作所と高知県工業技術センターが、生シラスが過酸化水素を   

分解するカタラーゼ活性を有するという特性を応用した過酸化水素処理法を開発し   

たとして、同者より本処理法による釜揚げシラスへの過酸化水素の残留について検討   

を行った結果が提出された。  

3．新しい過酸化水素処理法について  

（1）過酸化水素処理法の比較  

↓ 

一川一   一  

主  

■↓  

『‖川川川川¶コ Ⅶ．．．……仙り－一…輔、一  
－ 

●⊥【一いじー 

」●⊥ 】【 ■ l 

l い〓 ■ 

・－⊥ュ  

虹，∴－1  
【改良法のみの工程】  
・前処】聖二程  
・過酸化水素噴扇工程  

【従来法、一般法及び  
改良法共通工程】  

従来法（昭和55年以前の製法）、一般法（現在の製法）及び改良法の製造工程  

1）昭和55年2月20日環食化第10号厚生省環境衛生局長通知、環食化第11号厚生省環境衛生  

局食品化学課長通知  
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（2）過酸化水素処理条件とシラス加工品の過酸化水素含有量   

①過酸化水素処理を行っていない生シラス及びシラス加工品の過酸化水素含有量  

は、生シラスで0．2～1．1日g／g、釜揚げシラスで0．‘2～0．8帽／g、チリメンで6．0  

～9．0であった。   

②生シラスを種々の条件で処理（過酸化水素濃度：1，3，5％（シラス50gに対して1mL）、  

処理時間：0，5，10．15分、処理温度：0，5，10，150c）した後に、水洗・煮沸処理  

してできあがった釜揚げシラスの過酸化水素含有量は、過酸化水素無処理群では   

1．3～2．6躇／g、過酸化水素処理群では濃度・処理温度・処理時間との関連は認め  

られず0．7～2．Ou〟gであった。また、一般生菌数は、無処理群に比べ、過酸化  

水素濃度3％以上の処理群で少ない傾向が認められた。   

③生シラス及び釜揚げシラスのカタラーゼ活性の測定を行ったところ、生シラスの  

体表面には、41umoりmin／gの活性があることがわかった。このことから、上記  

．②と同じ考件で処理した場合、1％の過酸化水素処理では約9秒、3％では約27秒、  

5％では約45秒で、使用した過酸化水素を分解できるだけの活性を持っているこ  

とが明らかとなった。なお、釜揚げシラスにはカタラーゼ活性は認められなかっ  

た。  

（3）フィールド試験  

（D上記（1）の結果を踏まえて処理条件（過酸化水素濃度：3％（シラス1tに対して20L）、   

処理時間：10，15，20分、処理温度：15…200c）を設定し、実生産スケールでの  

フィールド試験を行った。未殺菌処理原料及び殺菌処理原料の過酸化水素含有量   

はそれぞれ0．8ppn及び0．6～1．5ppmであり同程度であった。未殺菌処理原料及  

び殺菌処理原料の釜揚げ製品についても、過酸化水素含有量それぞれ2，4～2．7   

PPm及び1．1～3．Oppmであり同程度であった。また、殺菌処理排水中の過酸化水   

素が定量限界未満であったことからも、殺菌処理に使用した過酸化水素は、煮沸   

処理前に分解、除去され、釜揚げ製品には残留しなかったものと考えられる。   

②未殺菌処理原料及び殺菌処理原料の釜揚げ製品における色調試験及び保存試験   

（一般生菌数、揮発性塩基窒素）では、殺菌処理原料の釜揚げ製品の方がより白   

色度が高く、また、一般生菌数及び揮発性塩基窒素も低い結果が得られた。  

4．過酸化水素処理による釜揚げシラスに関する部会意見（案）   

生シラスに対する過酸化水素の使用については、提出された処理方法の原理並びに  

各種データを評価した結果、本処理法で処理される場合に限って過酸化水素の使用は  

差し支えないものと考える。   

ただし、次の条件が満たされている必要がある。   

1．別紙の製造マニュアルに従うものであること。   

2．加工場において製造マニュアルが十分に遵守されるよう実際的な運用体系が考  

慮されるべきであること。  
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（別紙）  

過酸化水素処理釜揚げシラス標準的製造マニュアル   

1 〔原料〕生シラス  

2 〔洗浄、水切り〕  

原料生シラスを真水で十分に洗浄し、水切りを行う。  

3 〔過酸化水素処理〕  

水切り生シラス1tに対し、20Lの割合で3％過酸化水素水を均一に噴霧する。  

次の真水による洗浄工程までに10分間以上放置する。  

3 真水による洗浄  

真水で十分に洗浄する。  

4．煮沸  

数％の食塩水で1分半～2分煮沸する。  

5．放冷（脱水）  

煮沸後、脱水して放冷する。  
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資料3－2  

生シラスのカタラーゼ活性を応用した過酸化水素処理法について   

Ⅰ．経緯及び概要  

1．経緯   

過酸化水素水（食品添加物としての品目名は「過酸化水素」で、過酸化水素（H202＝34．01）  

35．0～36．0％を含む。）は昭和23年に食品添加物として指定され、昭和44年に、うどん、  

かまぼこ、ちくわに0．1g戊g、その他の食品に0．03g／kg以上残存しないように使用しなけれ  

ばならないという使用基準が定められていた。しかし、その後、過酸化水素水に弱い発ガ  

ン性が認められたとの報告を踏まえ、昭和55年2月20日に使用基準は「最終食品の完成  

前に過酸化水素を分解し、又は除去しなければならない」と改められた（厚生省告示第24  

号）。以後、過酸化水素水を食品に用いる場合には、製造技術、加工技術及び工程管理等を  

通じ、科学的評価によって過酸化水素が除去されていることを判断しなければならないと  

された（昭和55年2月20日環食化第10号厚生省環境衛生局長通知）。このため、現在は  

かずのこを除き、事実上使用されていない。なお、現在、食品中の過酸化水素の分析には、  

カタラーゼを反応させて発生する酸素を酸素電極を用いて測定する方法が通知法として採  

用されている。 この方法を固体食品に適用した場合には20分前後の時間で0．1pg／gまで測  

定できるため、食品監視等に用いることが可能であり、公的研究機関でも採用されている。   

（株）カワクボ製作所と高知県工業技術センターは、生シラスに過酸化水素を分解する  

カタラーゼ活性があることを発見し、その特性を応用した過酸化水素処理法を開発した。  

この方法では、生シラスに過酸化水素を作用させるため、数分の内に過酸化水素が完全に  

分解され、従来法である煮汁への過酸化水素水の添加と比べ、釜揚げ時シラス製品に自然  

界以上に過酸化水素が残留しない。しかも、過酸化水素水を用いない製法に比べ、釜揚げ  

後のシラスの色調を改善し、生菌数を減少させることができるため、安定した品質が確保  

され、賞味期限の延長が可能となる。   

本文書では、「生シラス」、「釜揚げシラス」、「チリメン」、「シラス干し」及び「シラス加  

工品」を以下のように定義して使用する。   

・生シラスニ末加熱・未乾燥のシラス。   

・釜揚げシラス：釜揚げ後、乾燥を行わない水分含量70－80％の柔らかい製品。   

・チリメン：釜揚げ後、乾燥を行い水分含量30－40％の硬く噛みごたえのある製品。   

・シラス干し：水分含量によらず、釜揚げ後、乾燥を行った製品全般。   

・シラス加工品：シラスを用いた加工品全般。  

2．過酸化水素処理法の概要   

従来法（昭和55年に過酸化水素の使用基準ができる以前の製法）、一般法（現在行われ  

ている一般的な過酸化水素水を用いない製法）及び新たに開発した改良法の作業手順は次   



のとおりである。   

生シラス→真水による洗浄→水切り→煮沸（過酸化水素水原液を釜に添加）→釜揚  

げ→予備冷却→機械または天日乾燥→選別十箱詰め   

生シラス→真水による洗浄→水切り一→煮沸→釜揚げ→予備冷却→機械または天日乾  

燥→選別→箱詰め   

生シラス→過酸化水素水噴霧☆→真水による洗浄→水切り→煮沸一→釜揚げ一→予備冷  

却→機械または天日乾燥十選別→箱詰め   

☆ 3％過酸化水素水を霧状にして満遍なく噴霧（生シラス1tに対し、3％過酸化水素  

水20Lの割合）した後、ベルトコンベア上を移動させ、この間（10分間）に完  

全に過酸化水素を分解させる。  
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国  
【改良法のみのエ程】  
一前処理工程  

・過酸化水素噴霧工程  

【従来法、一般法及び  
改良法共通工程】  

図1 従来法、一般法及び改良法の製造工程  

従来法では、煮沸釜に直接過酸化水素水原液を添加し、その後、過酸化水素の分解処理   



工程がないため、最終製品に添加した過酸化水素が残存する可能性がある。さらに、使用  

が認められていた当時、残存量は規制されていたものの、使用量の規制はなかったため、  

過酸化水素水原液の添加量は、業者によってばらついており、大量に添加している業者も  

見られるなどの問題点があった。   

一般法では、製品の品質劣化が早く、消費期限を短く設定しなければならないことや、  

色調の悪さが問題点となっている。   

そこで、上記2法の問題点を解決すべく、改良法（生シラスヘの過酸化水素水の添加量  

を最終製品に残留しない☆よう設定し、生シラス自身が持っているカタラーゼ活性を使って  

添加された過酸化水素を分解する方法）を開発し、本改良法で製造した釜揚げシラスには  

過酸化水素が残留しないこと及び釜揚げシラスの品質が一般法で製造したものと同等以上  

であることを示すため、以下の実験を行ったので報告する。  

☆生シラスには過酸化水素が存在し、シラス加工品には、生シラス以上に過酸化水素が存在  

する場合もあるので、ここで「残留しない」とは、過酸化水素含有量が、過酸化水素を使  

用しない場合と同程度であることを意味する。  

1．過酸化水素処理条件と†シラス加工品の過酸化水素含有量  

1－1 過酸化水素処理を行っていない生シラス及びシラス加工品の過酸化水素含有  

1－2 種々の条件で生シラスを過酸化水素処理した場合の釜上げシラスの過酸化水  

素含有量と一般生菌数  

1－3 生シラス及び釜揚げシラスのカタラーゼ活性の測定  

2．生シラスの過酸化水素分解能（カタラーゼ活性）を利用した洗浄装置のフィールド  

実験   

2－1 各製造工程での生シラス及びシラス加工品の過酸化水素含有量と一般生菌数   

2－2 釜揚げシラスの品質についての検証実験（色調試験及び保存試験）  

Ⅱ．試験成績  

1．過酸化水素処理条件とシラス加工品の過酸化水素含有量  

1－1 過酸化水素処理を行っていない生シラス及びシラス加工品の過酸化水素含有量  

過酸化水素処理を行っていない生シラスやシラス加工品にも過酸化水素が含まれている  

ことを確認するため、生シラス及びシラス加工品中の過酸化水素を測定した。  

【実験方法】  

〔過酸化水素の測定〕  

通知法（昭和56年5月22日環食化第30号）1）を一部変更して測定した。   



試料5gに窒素ガスを通気しておいた冷30mMKBrO4リン酸緩衝液45mLを加え、ホモ  

ジナイズした後、14000×gで遠心分離して得られた上澄液■について、ヤントラル科学㈱（東  

京）製 過酸化水素計（SUPERORITECTORMODEL5）を用い、酸素電極法によって  

測定した。なお、この方法は通知法と異なっている点が三点ある。冷やしたリン酸緩衝液  

を使用している点、ホモジナイズ後はろ過せずに遠心分離している点、生シラスや釜揚げ  

シラスは含水率が70－80％であることから、試料5gの体積≒5mlと考え、ホモジナイズ後  

の容積を50mLと仮定し、試料溶液を最終的に50mLに定容していない点である。これら  

は、厚生労働省監修食品衛生検査指針の解説2）を参照した結果、試料溶液の低温保持と迅  

速測定が必須であると考えて改良したものであり、通知法に準じていると考えている。測  

定は1試料について3～7回行い、単純平均値及び相対標準偏差を求めた。相対標準偏差  

が10％以内の場合は、単純平均値を測定値とした。単純平均値の標準偏差が10％以上にな  

る場合は、10％以内になる3つの数値を選択し、その平均値を求め、測定値とした。  

〔過酸化水素添加回収試験〕   

試料調製時におけるホモジナイズ換作などが与える過酸化水素回収率への影響を調べる  

ため、一般法に準じて製造した釜揚げシラスと釜揚げ後に過酸化水素を添加した釜揚げシ  

ラスについて、過酸化水素を測定し比較を行った。   

無添加釜揚げシラス：一般法に準じて製造した釜揚げシラス   

過酸化水素添加釜揚げシラス：無添加釜揚げシラスに、1gあたり10p，gの過酸化水素を  

添加し、室温にて10分放置したもの  

【実験結果及び考察】  

1）過酸化水素添加回収試験   

過酸化水素の添加回収結果を表1に示す。  

表1 無添加釜揚げシラスと過酸化水素添加釜揚げシラスの過酸化水素含有量  

無添加釜揚げシラス  過酸化水素添加釜揚げシラス  

過酸化水素（ドg／g）  1．4  11．4  

釜揚げシラスに釜揚げ後に添加した過酸化水素の回収率は100％であった。  

2）生シラス及びγラス加工品中の過酸化水素   

表2に漁獲直後の生シラス（過酸化水素未処理）の過酸化水素の含有量を示した。少な  

い試料で0．2、多いものでは1．1膵／g検出された。表3に高知県、徳島県及び宮崎県で製造  

されているシラス加工品の過酸化水素の含有量を示した。これらは製造工程中に全く過酸  

化水素水を使用していないものである。いずれの場合も0．2～9．Ol上g／gの過酸化水素が検出  

された。特に宮崎県で製造されているチリメンからは釜揚げシラスに比べて高い値が測定  

【刊   



された。   

過酸化水素は自然界に広く存在する成分であり、種々の食品は過酸化水素を含有し、シ  

ラス干しも多いものでは4．5ppm含有していることが報告3）されている。また、脂質など  

からの自動酸化による生成、及び乳酸菌の代謝による生成が報告されている 4）5）。  

表2 生シラスの過酸化水素含有量  

産地及び漁獲年  過酸化水素（囲／g）  

高知県（2006年）  

高知県（2007年）  

徳島県（2003年）   

0．2，0．2  

0．6，1．1，0．7  

0．2 

表3 シラス加工品の過酸化水素含有量  

産地及び製造年  製品の形態  過酸化水素（匹g／g）   

高知県（2003年）  

高知県（2003年）  

愛媛県（2003年）  

徳島県（2003年）  

宮崎県（2003年）  

釜揚げシラス   

釜揚げシラス   

釜揚げシラス   

釜揚げシラス  

チリメン（上乾品）  

0．4，0．6  

0．2，0．2  

0．2   

0．8，0．6  

9．0，6．0  

煮沸時間は約90秒、 煮沸温度は100℃  

製造工程中に過酸化水素水を全く使用していない。  

1－2 種々の条件で生シラスを過酸化水素処理した場合の釜上げシラスの過酸化水素含  

有量と一般生菌数   

生シラスの過酸化水素分解活性を利用して、洗浄装置を用いて過酸化水素処理を行い釜  

揚げシラスを製造した場合における、最終製品の過酸化水素含有量及び殺菌効果を種々わ  

条件下で確認するためにモデル実験を行った。  

【実験方法】  

〔供試原料〕   

平成19年11月13日午前9時頃、兵庫県南あわじ市福良に水揚げされた生シラス（平均  

体重0．11g／尾、平均体長2．椚cm）を氷蔵して高知県工業技術センター（高知県高知市布師  

田）に持ち帰り、50gずつポリエチレンナイロン積層フイルム袋に詰め、密封後、－50℃  

の冷凍庫で保管し、必要に応じて解凍して供試した。  

〔釜揚げシラスの調製〕  

（D過酸化水素処理群   



過酸化水素濃度上噴霧量：市販過酸化水素水特級試薬（30％）を蒸留水で希釈して1％、  

3％及び5％の過酸化水素水を調製した。500mL容ビーカーに生シラス50gずつを採取し、  

スプレー容器に充填したそれぞれの濃度の過酸化水素水1mLを霧状にして振りかけ、更に  

軽く擾拝して処理した。その後、下記に示した設定温度で所定時間放置後、一部を一般生  

菌数測定用生シラスとし、残りは下記に示した条件で水で洗浄し、煮沸処理して釜揚げシ  

ラスを調製した。   

なお、過酸化水素水を一般人が取り扱う場合、6％以上は消防法上届け出が義務づけられ、  

特別な施設並びに許可を得なければならない。そこで、それらの必要のない5％以下の濃度  

で処理群を設定した。また、洗浄装置を使って生シラスを処理する際の過酸化水素水の噴  

霧量は、生シラス1tに対して20Lに設計されているため、実験も同等の割合で行った。   

処理温度：生シラスに所定濃度の過酸化水素水を噴霧後、それぞれ0、5、10、15及び  

20℃に設定したインキエペヤクー内に所定時間放置した。  

処理温度は、一年を通じて全国のシラス製造業者が取り扱う環境温度に適応  

する温度（0－20℃）に設定した。夏季から秋季にかけては水温が上昇し、25℃  

以上になる場合もあるが、そのような場合は水揚げ後速やカモに氷で処理され、  

生シラスの温度は下げられるため最高温度を20℃とした。なお、生シラスの  

温度が30℃近くになると急激に鮮度が低下して釜揚げシラスに適さなくなる  

ため、塩蔵して釣りえさ等に加工され、食用には用いられない。   

処理時間：過酸化水素水噴霧後の放置時間は0（噴霧直後）、5、10及び15分に設定した。  

処理時間は、製造工場で洗浄装置を稼働させた場合の洗浄、煮沸並びに冷却  

工程を考慮し、15分までとした。   

洗浄条件：生シラス50gに対して水約1．5Lで水洗いを行った。   

煮沸条件：約800mLの水を沸騰させ、洗浄した生シラスを投入後、1分30秒煮沸して  

釜揚げシラスを調製した。  

なお、煮沸は製造現場で行われている条件（煮沸水と生シラスの割合並びに  

煮沸時間）と一致するように設定した。   

②無処理群   

500mL容ビーカーに生シラス50gずつを採取し、その直後及び各温度で15分間放置後、  

一部を一般生菌数測定用生シラスとした。残りは、過酸化水素処理群と同様に、水で洗浄  

し、煮沸処理して釜揚げシラスを調製した。  

〔釜揚げシラスの過酸化水素の測定〕   

1－1と同じ方法で過酸化水素を測定した。  

〔生シラスの一般生菌数の測定〕厚生労働省監修食品衛生検査指針微生物編の生菌数測定  

法6）に準拠して測定した。標準寒天培地（酵母エキス、ペプトン、ブドウ糖、カンテン）  

を用いた。生シラス（過酸化水素処理群は、過酸化水素処理後の洗浄前の生シラス、無処  

理群は、500mL容ビーカーに採取した直後または15分後の洗浄前の生シラス）と滅菌水  

叫   



を（1：9）となるように滅菌用ポリ袋に入れ、ストマカーで1分間混合し、そのろ液1mL  

を滅菌した培地約15mLとともにベトリ皿に採取し、混釈してゲル化させた。37℃で48時  

間培養して発生したコロニー数を計測することにより集落数を算定した。  

【実験結果及び考察】   

表4に無処理及び各処理条件で処理した釜揚げシラスの過酸化水素含有量を示した。過  

酸化水素処理群の過酸化水素含有量は、噴霧した過酸化水素水の濃度に関わりなく、処理  

時間0分では、無処理群に比べて低い値を示したが、処理温度、処理時間との関連は見ら  

れなかった。   

なお、無処理群はすべて同様に処理しており、0℃と5℃の場合に10℃、15℃及び20℃  

の場合よりも過酸化水素含有量が高かった理由は不明であるが、供試原料の状態のばらつ  

きなども影響するものと考えられる。  

表4 無処理及び各処理条件で試作した釜揚げシラスの過酸化水素含有量  

処理時間  過酸化水素（ドg／g）  

（分）  無処理 1％処理 3％処理 5％処理  
処理温度  

0   

5   

10   

15  

2．6  0．9  0．9   

1．6  1．0   

1．5  1．0   

1．5  0．7  

2．0   

1．3   

1．5   

0．9  

0℃  

0   

5   

10   

15  

1．4  1．4   

1．1  0．9   

1．0  1．0   

1．0  1．0  

1．2   

1．3   

1．2   

1．1  

5℃  

0   

5   

10   

15  

1．4  1．0  1．1  

1．0  1．0  

1．5  1．2  

1．1・   1．5   

1．3  1．1  1．0  

0．9  1．4  

1．1  1．1  

0．8  1．0  

1．1   

1．1   

1．1   

0．8   

1．1   

1．1   

1．1   

1．3  

10℃  

0   

5   

10   

15  

15℃  

0   

5   

10   

15  

0．9  1．4  1．3   

1．0  1．0  1．2   

0．9  1．1  1．1   

0．8  1．1  1．1  

20℃  

無処理：過酸化水素処理を行わず、洗浄し、煮沸した釜揚げシラス  
1％処理、3％処理、5％処理：各濃度の過酸化水素水で処理を行い、水洗、煮沸した釜揚げシラス   



表5に生シラス（無処理群及び過酸化水素処理群）の一般生菌数を示した。ストマカー  

で混合したため内臓等が破裂してそれに由来する細菌が混入したと考えられるが、無処理  

群と比較すると、過酸化水素処理群、特に3％以上の処理群で一般生菌数が少ない傾向が見  

られた。一方、処理時間と一般生菌数の相関はあまり見られなかった。これらのことから、  

過酸化水素は噴霧直後の短時間に殺菌効果を示したと推測される。  

表5 各処理条件で試作した生シラス中の一般生菌数  

処理時間  一般生菌数（×103個／g）  

（分）  無処理  1％処理  3％処理  5％処理  
処理温度  

0  3．3   

5   

10   

15  6．0  

2．8   

1．3   

1．1   

1．5  

1．3  1．5   

1．5  0．9   

1．1  1．7   

1．3  1．7  

0℃  

0  2．1   

5   

10   

15  2．2  

3．5   

1．1   

1．6   

1．5  

0．9  0．2   

1．0  1．2   

0．6  0．7   

0．5  0．6  

5℃  

0  10．0   

5   

10   

15  9．9  

0．7   

2．8   

2．0   

3．5  

0．7  1．3   

1．1  0．8   

1．0  0．6   

1．0  0．5  

10℃  

0  3．1   

5   

10   

15  1．2  

2．7   

1．2   

1．5   

1．6  

0．4  0．4   

1．1  1．3   

2．6  0．7   

2．7  0．4  

15℃  

1．1  1．4   

0．9   

1．9   

1．3  

0．6  1．0   

0．5  0．8   

0．8  1．3   

0．8  0．3  

5   

10   

15  7．3  

20℃  

無処理：過酸化水素処理を行っていない生シラス  

1％処理、3％処理、5％処理：各濃度の過酸化水素水で処理を行い、洗浄していない生シラス  

1－3 生シラス及び釜揚げシラスのカタラーゼ活性の測定   

生シラスに、釜揚げシラス製造工程において過酸化水素を分解するだけのカタラーゼ活  

‾‾’  こ11二   



性があるのかどうかを明らかにするため、キットを用いてカタラーゼ活性を測定した。  

【実験方法】  

〔カタラーゼ活性の測定〕   

高知県香南市沿岸で漁獲された生シラス及び同じ日に加工された釜揚げシラス（調製  

法：沸騰水中で1分30秒煮沸、湯切り、冷却）について測定した。  

生シラスまたは釜揚げシラスに10倍量の50mMリン酸緩衝液（pH7．0）を加え、ボルテ  

ックスで軽く操拝して得られた上澄液、並びに生シラスまたは釜揚げシラスに10倍量の  

50mMリン酸緩衝液（pH7．0）を加え、ホモジナイズした後遠心分離し、得られた上澄液に  

ついて、シグマ社製の分析キット（ProductNumber CATlOO）を用いてカタラーゼの活  

性を測定した。  

【実験結果及び考察】  

結果を表6に示す。  

表6 生シラス及び釜揚げシラスのカタラーゼ活性  

カタラーゼ活性  

生シラス   

生シラス（ホモジナイズ）  

釜揚げシラス  

釜揚げシラス（ホモジナイズ）  

カタラーゼ活性の単位は pmol／minノg。   

生シラスの体表面または体表面付近（以下、単に体表面と言う）に、41pmol／mi山gのカタ  

ラーゼ活性があることがわかった。  

1－2では、生シラス50gに過酸化水素水（最高5％）1mLをスプレーしている。1％、  

3％及び5％過酸化水素水1mL 中に含まれる過酸化水素量は0．01g（0．3mmol）、  

0．03g（0．9mmol）及び0．05g（1．5mmol）である。生シラス50gは、体表面に41pmol／min／g  

X50g≒2mmoUminのカタラーゼ活性を持っている。 つまり、1％（0．3mmol）の過酸化水  

素処理では約9秒、3％（0．9mmol）の過酸化水素処理では約27秒、5％（1．5mmol）の過  

酸化水素処理では約45秒で過酸化水素を分解できるだけのカタラーゼ活性を持っているこ  

とが明らかとなった。   

また、生シラスをホモジナイズした場合には活性は高まったことから、生シラスの体内  

にカタラーゼ活性があることが確認できた。一方、釜揚げシラスで活性が認められないの  

は、煮沸中にその熱によってカタラーゼが失活してしまうためであると考えられる。その  

ため、昭和55年以前のように煮沸中に煮釜に直接過酸化水素水を添加する方法では、煮沸  

中に生シラスのカタラーゼ活性が失われ、過酸化水素は分解されずに残留していたものと  

考えられる。   



1－4 処理条件のまとめと考察   

以上の結果より、生シラスには十分なカタラーゼ活性があり、このため過酸化水素処理  

群では添加された過酸化水素が短時間で、無処理群と同程度またはそれ以下の濃度まで分  

解され、処理時間（0、5、10、15分）は影響しなかったと考えられる。また、一般生菌数  

は、無処理群に比べ、過酸化水素処理群、特に3％以上の過酸化水素処理群で少ない傾向が  

見られたが、一般生菌数に対しても、処理時間（0、5、10、15分）は影響しなかったと考  

えられる。   

これらの試験結果から、噴霧量が生シラス1tに対して20Lに設計されている洗浄装置の  

過酸化水素水の濃度は3％とし、過酸化水素処理時間は、作業環境や作業性などを考慮して  

設定すればよいと考えられる。  

2．生シラスの過酸化水素分解能（カタラーゼ活性）を利用した洗浄装置のフィールド実  

験  

2－1各製造工程での生シラス及びシラス加工品の過酸化水素含有量と一般生菌数   

これまでの実験室レベルでの実験から、生シラスは過酸化水素を分解するカタラーゼ活  

性を有することが明らかになったので、（社）高知県食品検査センター立ち会いのもとで、洗  

浄装置を使用して生シラスの過酸化水素処理を行い、排水、■生シラス並びにシラス加工品  

の過酸化水素を測定した。同時に一般法でも製造し、各工程で過酸化水素を測定した。な  

お、同一の実験を3回行い、3回とも再現性が得られた。なお、サンプリングと過酸化水素  

の測定は全て（社）高知県食品検査センターが行った。（添付成績書7）8）参照）  

【実験方法】   

一般法、改良法共に「Ⅰ．2．過酸化水素処理法の概要」で示した工程に基づき釜揚げシ  

ラス製造を行った。フロー図を図2に示した。   

○改良法のみの工程  

・前処理工程  

1）原料タンクに一次的に貯蔵されている生シラスをほぐすことを兼ねてバケットコン  

ベア出口部分のタンクでシャワー洗浄した。   

2）この洗浄によって生シラスを移動用のベルトコンベアに均一の厚さで一定の幅に広  

げた。   

3）噴霧する過酸化水素水の濃度が希釈されないようにするため、生シラスに付着して  

いる余分な洗浄水をブロアで吸引除去した。  

・過酸化水素噴霧工程   

4）過酸化水素水が均一に広がり一定の圧力で噴射できる2流体ノズルを用いて、重な  

りあった下方の生シラスにも行き渡るように過酸化水素水を均等に噴霧し、その後  

－10－  

－14－  
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生シラスを殺菌処理槽へ順次移動させた。3％過酸化水素水の噴霧量は1tの生シラス  

に対し、20Lの比率で行った。  

5）そのまま殺菌処理槽で10分、15分、20分と殺菌時間を変えそ放置貯留した。なお、   

作業の効率（生シラスの量、ベルトコンベアの長さ、貯留槽まで達する距離等）を   

踏まえ、放置貯留時間は10分以上で設定した。なお、殺菌処理槽の温度は、試験実   

施時期（12月～1月）の海水温等を踏まえると15～20℃と推察される。  

○一般法及び改良法共通工程  

6）順次バケットコンベアを介して殺菌処理槽（一般法では原魚タンク）から生シラス   

を取り出し、生シラス300g／秒、洗浄水2L／秒で5秒間ベルトコンベアを流しながら   

洗浄し、煮沸釜（1tの2．5％沸騰食塩水）に投入した。  

7）生シラスを90秒間釜中を流した後、ベルトコンベアで流しながら予備冷却した。  

注‥フロー図中の①～⑧は後述の過酸化水素の測定に供した試料を示したもの  

図2 一般法と改良法のフロー図  

過酸化水素の測定に供した試料は以下の①～⑧であるが、どの工程でサンプリングされ   



たかはフロー図（図2）にも示した。  

（D地下水：工場で使用されている地下水   

②未殺菌処理排水：一般法で生シラスを地下水で洗浄したときに排出される排水   

③殺菌処理排水：改良法で生シラスに過酸化水素水を噴霧後殺菌処理槽で放置貯留され  

た後、地下水で洗浄したときに排出される排水   

④原料：生シラス   

⑤未殺菌処理原料：一般法で地下水で洗浄し水切りされた後の生シラス   

⑥未殺菌処理原料の釜揚げ製品：一般法で地下水で洗浄し水切りされ、煮沸された後の  

釜揚げシラス   

⑦殺菌処理原料：改良法で生シラスに過酸化水素水を噴霧後殺菌処理槽で放置貯留され  

た後、地下水で洗浄し水切りされた後の生シラス   

⑧殺菌処理原料の釜揚げ製品：改良法で過酸化水素処理後地下水で洗浄し水切りされ、  

煮沸された後の釜揚げシラス   

但し、③殺菌処理排水、⑦殺菌処理原料及び⑧殺菌処理原料の釜揚げ製品については、  

殺菌槽での放置貯留時間（10分、15分、20分）毎に、その後の地下水で洗浄工程及び釜  

揚げ工程が行われるベルトコンベア上で最初に出てくる試料と中間試料及び終了時の試料  

を供した。（コンベア上で経過した時間は表7及び8に記載）  

〔過酸化水素の測定〕（（社）高知県食品検査センター）  

液体試料はそのまま測定し、個体試料は以下に示す前処理を行った。  

固体試料の過酸化水素童心釘g）  

＝測定値bg／mIJx50mL／試料量（g）  

定量下限（0．1〃g／g）  

液体試料の過酸化水素量bg／mL）  

＝測定値（pg／mL）  

定量下限（0．02〃g／mL）   

乳鉢  

［  

試料 約5g  

海砂 適量   

すり潰す  

抽出用緩衝液40mL  

50mL比色管  

「 

抽出用緩衝液で洗いこみ、50mLとする  

遠心分離10000rpmlmin  

試料液（上清）  

過酸化水素計により測定  

図2 固体試料の前処理  

〔一般生菌数の測定〕（高知県工業技術センター）  

1－2と同じ方法で一般生菌数を測定した。  

－12－  
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測定した試料は以下の通り。  

・④原料  

・⑦殺菌処理原料（殺菌槽での放置貯留時間10分）  

・⑥末殺菌処理原料の釜揚げ製品を5℃で10日間保管したもの  

・⑧殺菌処理原料の釜揚げ製品（殺菌槽での放置貯留時間10分）を5℃で10日間保管   

したもの  

【実験結果及び考察】   

添付の（社）高知県食品検査センター成績書（平成18年12月26、27日実験）7）を転写し、  

まとめたものを表7に、表8には平成19年1月12日8）に実験した結果を示した。なお、  

過酸化水素の単位は、液体試料の場合はpg／mlへ固体試料の場合はpg／gであるが、表中  

では添付成績書の通りの記載bpm）とした。  

表7 平成18年12月26、27日実験結果   （添付成績書より転写）  

試料名  過酸化水素（ppm）  

（∋地下水  

②未殺菌処理排水  

（さ殺菌処理排水（殺菌槽放置貯留時間10分）omin（開始）＊  

2min50sec（終了）＊  

（さ殺菌処理排水（殺菌槽放置貯留時間15分）Omin（開始）＊  

Omin58sec（中間）＊  

（彰原料 （水洗い無し）  

（9未殺菌処理原料（水洗い有り）  

（砂未殺菌処理原料の釜揚げ製品  

（∋殺菌処理原料（殺菌槽放置貯留時間10分）omin（直後）＊＊  

2min50sec・（終了）＊＊  

（殺菌槽放置貯留時間15分）omin（直後）事＊  

Omin58sec（中間）＊＊  

（封殺菌処理原料の釜揚げ製品  

（殺菌槽放置貯留時間10分）omin（直後）＊＊  

数分後（終了）＊＊  

（殺菌槽放置貯留時間15分）omin（直後）＊＊  

数分後（中間）キ＊  

0．02未満  

0．02未満   

0．02  

0．02未満  

0．02未満  

0．02未満   

1．1  

0．8  

4
 
0
 
1
 
4
 
5
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 

1．5   

1．1   

1．5   

1．3  

①－→aは12月26日、㊨－⑧は12月27日測定  

★殺菌処理後の水洗い工程の開始直後及び中間暗もしくは開始直後及び終了時に採水   

★★コンベアに流れ始め直後と中間暗もしくは開始直後及び終了時にサンプリング   



表8 平成19年1月12日実験結果   （添付成績書より転写）  

試料名  過酸化水素（ppm）  

0．02未満  

0．02未満  

（D地下水  

②未殺菌処理排水  

（∋殺菌処理排水   

（殺菌槽放置貯留時間処理時間15分）Omin（開始）＊  

3min（中間）＊  

③殺菌処理排水   

（殺菌槽放置貯留時間処理時間20分）Omin（開始）＊  

3皿in仲間）＊  

④原料（水洗い無し）  

（9未殺菌処理原料（水洗い有り）  

⑥未殺菌処理原料の釜揚げ製品  

（∋殺菌処理原料（殺菌槽放置貯留時間15分）omh（直後）＊＊  

3min（中間）＊＊  

（殺菌槽放置貯留時間20分）omi皿（直後）＊＊  

3min（中間）＊＊  

⑧殺菌処理原料の釜揚げ製品  

（殺菌槽放置貯留時間15分）omin（直後）＊＊  

5min（中間）＊＊  

（殺菌槽放置貯留時間20分）一Omin（直後）＊＊  

5min（中間）＊＊  

0．02未満  

0．02未満  

0．02未満  

0．02未満   

0．6  

0．8  

2．7  

0．6  

0．6  

0．9  

0．9  

4
 
2
 
0
 
3
 
2
 
 
2
 
3
 
 
2
 
 

☆殺菌処理後の水洗い工程の開始直後及び中間時に採水   

…コンベアに流れ始め直後と中間時にサンプリング   

いずれの場合も原料及び未殺菌処理原料と、殺菌処理原料の過酸化水素含有量に差はな  

いことから、殺菌処理に使用した過酸化水素は分解、除去されたと考えられた。またこの  

ことは、殺菌処理排水中の過酸化水素が定量限界未満であったことからも裏付けられると  

考える。（300gの生シラスに噴霧される過酸化水素量を求めると、噴霧量は原料1tあたり  

20Lなので、300g÷1000kgX20L＝6mLである。噴霧液は3％過酸化水素水なので、噴霧  

した過酸化水素量は6mLX3÷100＝0．18gである。更に、洗浄水に含まれる過酸化水素濃  

度を求めると、過酸化水素水を噴霧した生シラス300gを2L／秒で5秒洗浄するので、洗浄  
水の総量は10Lとなり、洗浄水に含まれる過酸化水素の割合は0．18g÷10L＝1軸g／mLと  

なる。したがって、過酸化水素が分解されずに、洗浄水で希釈されただけであったなら、  

18膵／mLの過酸化水素が検出されることとなる。しかし、殺菌処理排水に過酸化水素が含  

－14－  
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まれていなかった（定量限界未満）ことから、洗浄よりも前の段階で、つまり前処理時に  

噴霧した過酸化水素が分解されていたと考えられる。）これらのことから、1－4で決めた  

処理条件は適正であると言える。   

なお、未殺菌処理原料の釜揚げ製品でも、殺菌処理原料の釜揚げ製品でも、原料に比べ  

ると、過酸化水素含有量が高くなることが明らかになった。   

また、表9に示したように④原料と⑦殺菌処理原料の生菌数を測定したところ、④は3．6  

×105個／g、⑦は8．5×103個／gであり、この洗浄方法によって初発菌数を二桁減少させる  

ことが明らかになった。また、保存試験の結果を表10に示した。保存試験の結果、一般  

法で製造された釜揚げシラスは1．8×104個／gであったのに対し、改良法では1．3×103個／g  

と一桁少なかった。  

表9 生シラスの生菌数  

④原料  （∋殺菌処理原料  

（殺菌槽での放置貯留時間10分）  

一般生菌数  3．6×105個／g  8．5×103個／g  

表10 5℃10日間の保存試験結果  

⑥未殺菌処理原料の釜揚げ製品 ⑧殺菌処理原料の釜揚げ製品  

（殺菌槽での放置貯留時間10分）  

一般生菌数  1，8×104個／g  l．3×103個／g  

2－2 釜揚げシラスの品質についての検証実験（色調試験及び保存試験）   

洗浄装置を用い、一般法又は改良法で試作した釜揚げシラスについて、色調試験及び保  

存試験を行った。  

【実験方法】  

〔釜揚げシラスの調製〕   

平成20年12月9日に高知県須崎市沖で漁獲された生シラスを高知県香南市赤岡町 村  

上商店に持ち込み、2－1の方法に準拠して一般法並びに改良法で釜揚げシラスを試作し  

た。改良法では殺菌槽での放置貯留時間を10分とした。  

【色調試験］   

上記釜揚げシラスの色調を色差計（MINOI∬A製CM－3500d）にて測定した。さらに3  

点識別法を用いて官能検査を行い、両者の色に有意差があるかを検証した。   

3点識別法では、パネル16名（高知県工業技術センター職員及び受託研修生（男10名  

女6名）により、改良法による2点＋一般法による1点の3点から一般法によるもの（色  

が他のものと異なる）を選ばせる方法、並びに一般法による2点＋改良法による1点から  

改良法によるものを選ばせる方法の二つによる試験を実施した。   



【保存試験】   

上記釜揚げシラスを10℃で7日間・（製造日含む）保存し、一般生菌数並びに揮発性塩基  

窒素（Ⅴ召N）を測定した。一般生菌数は2－1と同じ方法で行い、ⅤちNは衛生試験法・注  

解9）に準拠して測定した。  

【実験結果】  

表11に色調計による測定結果を示した。  

表11釜揚げシラスの色調  

一般法  改良法  

＊
 
 
＊
 
 
＊
 
 

T
山
 
a
 
】
b
 
 

調
 
 

色
 
 
 

L＊、a＊、b＊の値は、L＊が白さを、a＊が赤さを、b＊が黄色さを表す。表11からは  

L＊値は改良法によるものの方が高く、一般法より改良法によるものの方が白いこと、b＊  

値は一般法によるものの方が高く、改良法より一般法によるものの方が黄色いことが分か  

った。なお、色調を扱うときは一般に2以上の差があると人間の目にも色の差として認識  

できると言われており、実際の現場でもそういった利用がなされている。   

さらに3点識別法の結果から、一般法によるものを選ぶ試験ではパネル16名中14名が  

正解し、改良法によるものを選ぶ試験では、パネル16名中15名が正解し、これら2回の  

実験で0．1％の危険率で有意差があることが分かった。   

図3に保存試験における一般生菌数の結果を示し、表12に経過日数とⅤちNの値を示し  

た  
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図3 経過日数と一般生菌数  

表12 経過日数とⅤ召Nの値  （mg／100g）  

→般法  改良法  

1日目（製造日）  

3日目  

4日目  

・5日目  

6日目  

7日目  

0．0   

1．6   

3．0   

4．2   

27．5   

57．4  

0，0   

0．0   

3＿3   

1．2   

1．1   

4．8   

‾般生菌数については、製造日に改良法によるものは一般法によるものに比べて1／10の  

値を示し、その後も改良法によるものの方が10～100倍少なく推移している。】一方、Ⅵ∋N  

は‾般法によるものでは6日目から増加し、7日目には、初期腐敗といわれる30を嘩えた  

が、改良法のよるものでは7日間、Ⅴ召Nの増加は認められなかった。   

現在は、ほとんどの業者が製造日から3日目までに消費期限を設定しているが、一般法  

によるものの3日目の菌数レベルは、改良法によるものの5日目に相当しており、2日間程  

度消費期限を延長できると思われる。この2日間は、消費期限切れの廃棄を少なくする上  

でも有効な日数であると推察できる。  

2－3 フィールド実験のまとめと考察  

改良法では、過酸化水素による殺菌処理原料を用いて製造した釜揚げシラスの過酸化水   



素含有量は、未殺菌処理原料を用いて製造した釜揚げシラスとほぼ同様であることが示さ  

れた。さらに、改良法は製品の外観を良くするだけでなく、 

基窒素の発生も一般法に比べて抑制され、腐敗をより遅延させる効果があることが明らか  

になった。   

以上のように、改良法を用いることにより、より品質のよい釜揚げシラスを長い期間良  

好な状態で保管できるようになる。  

Ⅲ．総括   

過酸化水素水を加工に使用していないシラス加工品でも、過酸化水素が検出されること  

が確認された。そこで、シラス加工品の過酸化水素含有量を調べるために、過酸化水素処  

理及び無処理のシラス加羊晶を同様の工程で製造し、比較する必要があると考えられた。   

改良法に準じ、種々の条件で過酸化水素処理をした釜揚げシラスと過酸化水素無処理の  

釜揚げシラスの過酸化水素を測定した結果、過酸化水素水の濃度や処理時間によらず、過  

酸化水素処理をした釜揚げシラスの過酸化水素含有量は無処理と比較して、同程度もしく  

は同程度未満であった。すなわち、今回検討した過酸化水素処理条件では、外部から加え  

た過酸化水素が釜揚げシラスに残留しなかったものと考えられる。   

また、過酸化水素が無くなった作用機序として、生シラスのカタラーゼによる過酸化水  

素の分解が考えられた。そこで、生シラスの持つカタラーゼ活性を測定し、分解に必要な  

時間を求めた。生シテスが体表面に持つカタラーゼ活性は41p．mo机血山gであった。その結  

果から、生シラス50gは、体表面に41pmoumin／gX50g＝2mmol／minのカタラーゼ活性が  

あると考えられた。つまり、改良法に準じた過酸化水素の濃度1％（0．3mmol）の処理では  

約9秒こ 3％（0．9mmol）では約27秒、5％（1．5mmol）では約45秒で分解できるだけの  

カタラーゼ活性を持っていることが明らかと・なった。改良法で製造した場合も理論上は同  

じ時間で分解が完了するものと考える。しかし、実際の製造にあたっては、作業環境や作  

業性などを考慮した処理時間を設定する必要がある。過酸化水素処理後の洗浄水や釜揚げ  

シラスの過酸化水素を測定し、残留していないことを確認した上で、それぞれの現場に適  

した条件を設定することが肝要である。今回は、洗浄装置に設置したベルトコンベアの長  

さや速度並びに操搾槽の処理容量などから算定し、過酸化水素処理時間を10分に設定した。   

生菌数試験では、過酸化水素無処理群と比較すると、過酸化水素処理群、特に3％以上の  

過酸化水素水処理群では、生菌数を減少させる傾向が見られた。実際の製造では、制菌効  

果を示す最も低い濃度であった3％過酸化水素水の使用が適当であると考えられる。   

3％過酸化水素水で処理時間10分、15分及び20分の条件で改良法のフィールド実験を行  

った。加工工程中の生シラス、釜揚げシラスを採取し、それらの過酸化水素含有量を比較  

した結果、殺菌処理群の値は未殺菌処理群の値と同程度であった。また、殺菌処理排水中  

の過酸化水素を測定した結果、検出されなかった。以上のことから、フィールド実験で添  

－18－  

－22－  

汀藩   



加した過酸化水素は、すべて煮沸前に分解、除去され、釜揚げシラスには残留しなかった  

ものと考えられる。   

また、フィールド実験では、改良法及び一般法で釜揚げシラスを製造し、色調、】般生  

菌数、挿発性塩基窒素について測定して、その品質を比較した。その結果、改良法で製造  

した釜揚げシラスは、一般法に比べ白色度が高く、肉眼的にも白さの違いが確認できた。7  

日間の保存試験を行った結果、改良法で製造した釜揚げシラスは一般法で製造したものよ  

り、一般生菌数が10分の1から100分の1で推移し、揮発性塩基窒素も低かった。改良法  

で製造した釜揚げシラスは白く高品質でシェルフライフの長い製品ができる製造法である  

と考えられる。   

以上のことより、改良法（処理量：3％過酸化水素水20Ⅰ．／水切り生シラス1t二処理時間：  

10分間以上）は、加工に使用した過酸化水素を残留させず、一般法よりも高品質の釜揚げ  

シラスが製造できる。   

つまり、改良法は、過酸化水素の使用基準である最終食品の完成前に分解又は除去する  

ことを満たしているものと考える。   



過酸化水素処理釜揚げシラス標準的製造マニュアル  

1 〔原料〕生シラス  

2 〔洗浄、水切り〕   

原料生シラスを真水で十分に洗浄し、水切りを行う。  

3 〔過酸化水素処理〕   

水切り生シラス1tに対し、20Lの割合で3％過酸化水素水を均一に噴霧する。次の真水  

による洗浄工程までに10分間以上放置する。  

3 真水による洗浄   

真水で十分に洗浄する。  

4．煮沸   

数％の食塩水で1分半～2分煮沸する。  

5．放冷（脱水）   

煮沸後、脱水して放冷する。  
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食品衛生分科会における確認事項  

平成13年1月23日了  解  

平成13年5月18日一部改正  

平成22年 3月 3日一部改正  

1．食品衛生分科会規程第8条の規定に基づく部会、分科会での審議又は報告   

の扱いは原則として別添の表に示す例による。部会は、審議終了後、分科会   

における審議又は報告の取扱い案を作成し、分科会長の承認を得るものとす   

る。また、表に示す例のいずれにも該当しない場合は、その都度、担当部会   

長の意見を参考に分科会長が決定する。  

2．分科会における「審議」、「報告」の扱いの区分のうち、「報告」は事後報告   

（答申後）で差し支えないこととする。   



1食品規格部会  

部  

間  

検討事項の範囲  科  

有  

A ＝貫   

食  
口  
ロロ  

衛  

生   法第11条第1項の規定に基づく、食品（動物性食品を除く。）の製造、加   

口    ○  ○  有  分   エ、使用、調理又は保存の基準及びその成分規格（本表の2又は3に該当   

科  
A  

するものを除く。）   

：Zミ  

審  
議  

法第11条第1項の規定に基づく、食品（動物性食品を除く。）の製造、加   

エ、使用、調理又は保存の基準及びその成分規格（既に定められている其  

2  ○  △  有  
ただし、その内容等からみて慎重に審議する必要があるとの部会の意見に  

基づき、分科会長が決定するものを除く。  
部  

∠ゝ ：Z三：  

審  
議  法第11条第1項の規定に基づく、食品（動物性食品を除く。）の製造、加   

工、使用、調理又は保存の基準及びその成分規格（既に定められている基  

準又は規格の一部 改正のうち」課に行われている食品安全委員会の食品  
3  ○  ▲  有            健康影響評価の結果に密曹がない又は食品健康影響評価を行うことが必  

専でない場合に限る。）  

ただし、その内容等からみて慎重に審議する必要があるとの部会の意見に  

基づき、分科会長が決定するものを除く。   

注）○印は審議、△印は報告、▲印は文書配布による報告、×印は審議・報告なしを示す。   



2 乳肉水産食品部会  

部  

問  
検討事項の範囲  科  

有  

∠ゝ コミ   

食 口   動物性食品に係る、法第11条第1項の規定に基づく製造、加工、使用、調   1    （〕  ○  有  ロロ   
衛  

く。）  
生  

分  

科  

審  方法の基準（本表の5又は6に該当するものを除く。）   
議  

動物性食品に係る、法第11条第1項の規定に基づく製造、加工、使用、調   
理又は保存の基準及びその成分規格（既に定められている基準又は粗格の  

3  ○  △  有  
ただし、その内容等からみて慎重に審議する必要があるとの部会の意見に基  
づき、分科会長が決定するものを除く。  

動物性食品に係る、法第11条第1項の規定に基づく製造、加工、使用、調   
理又は保存の基準及びその成分規格（既に定められている基準又は規格の  

改正のうち、既に行われている食品安全香呂会の食品健康影響評 4    ○  ▲  有  一部価  

限る。）  
ただし、その内容等からみて慎重に審議する必要があるとの部会の意見に基  

部  づき、分科会長が決定するものを除く。  
．∠ゝ  

コミ  

蕃  乳及び乳製品に使用される器具・容器包装に係る、法第18条第1項の規定   
議  こ基づく当該器具・容器包装又はこれらの原材料の規格及びこれらの製造  

方法の基準（既に定められている規格又は基準の一部改正（本表の6に該  

5  
○  △  有  

ただし、その内容等からみて慎重に審議する必要があるとの部会の意見に基  
づき、分科会長が決定するものを除く。  

乳及び乳製品に使用される器具・容器包装に係る、法第18条第1項の規定   
こ基づく当該器具・容器包装又はこれらの原材料の規格及びこれらの製造  

方法の基準（既に定められている規格又は基準の一部改正のうち．既に行  
6  ○  ▲  有            われている食品安全委員会の食品健康影響評価の結果に変電がない又は  

食品健康影響評価を行うことが必要でない場合に限る。）  

ただし、その内容等からみて慎重に審議する必要があるとの部会の意見に基  
づき、分科会長が決定するものを除く。   

部  
．△．  

法第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合（乳及び乳製品の成  △  ▲●  無   
＝ミ  田          報  

』ニ  

注）○印は審議、△印は報告、▲印は文書配布による報告、×印は審議・報告なしを示す。   



3 添加物部会  

部  

間  

検討事項の範囲  科  

有  

A ＝ミ   

食   

口 ロロ  口  法第10条の規定に基づく、人の健康を損なうおそれのない添加物（施行規  ○  ○  有  
衛  

生  

分 科  

∠ゝ  
コミ  

審  平成7年改正法附則第2条の2第1項の規定に基づく、既存添加物名簿に記   
3  

○  ○  有   

法第11条第1項の規定に基づく、添加物の製造、使用又は保存の基準及び   
その成分規格（既に定められている基準又は規格の一部改正（本表の5に  

4  ○  △  有  
ただし、その基原、製法、用途等からみで慎重に審議する必要があるとの部  

部  会の意見に基づき、分科会長が決定するものを除く。  
A ＝  
審  
議  法第11条第1項の規定に基づく、添加物の製造、使用又は保存の基準及び   

その成分規格（既に定められている基準又は規格の一部改正のうち．既に  
行われている食品安全香昌会の食品健康影響評価の結果に変曹がない又  

5  ○  ▲  有  

ただし、その基原、製法、用途等からみて慎重に審議する必要があるとの部  
会の意見に基づき、分科会長が決定するものを除く。   

6  法第21条の規定に基づく、食品添加物公定書の作成   △  ×  無  

部  

A コミ  
報  

平成7年改正法附則第2条の3第4項の規定に基づく、消除予定添加物名   
dニ  

7    △  ×   無   

ない場合）   

注）○印は審議、△印は報告、▲印は文書配布による報告、×印は審議・報告なしを示す。  

T‾  



4 農薬・動物用医薬品部会  

部  

間  

検討事項の範囲  科  

有  

．∠ゝ コミ   

食  
【コl  ロロ   法第11条第1項の規定に基づく、農薬等の成分である物質の食品中の   
衛  口  

○  ○  有  

生  

分  

科  
∠ゝ  

法第11条第3項に規定する、人の健康を損なうおそれのない量（いわゆ   
：Zミ  

○  ○  有   

議  

法第11条第1項の規定に基づく、農薬等の成分である物質の食品中の   
残留基準（既に残留基準が設定されている物質に係る当該規格の一部  

3  ○  △  有  
ただし、その用途、毒性等からみて慎重に審議する必要があるとの部会  
の意見に基づき、分科会長が決定するものを除く。  

法第11条第1項の規定に基づく、農薬等の成分である物質の食品中の   
残留基準（既に残留基準が設定されている物質に係る当該規格の一部  
改正のうち、既に行われている食品安全委員会の食品健康影響評価の  

部  
一∠ゝ  
コミ  

審  
二限る。）  

議  ただし、その用途、毒性等からみて慎重に審議する必要があるとの部会  
の意見に基づき、分科会長が決定するものを除く。  

農薬等の成分である物質について、食品安全委員会の食品健康影響評   
5    ○  ▲  有    価の結果から、法第11条第1項の規定に基づく食品中の残留基準を設  

定しないこととする可否  

法第＝条第1項の規定に基づき既に食品中の残留基準が設定されてい   
6    ○  ▲  有    る農薬等の成分である物質について、当該残留基準の消除（使用実態  

がない場合）   

部  
A  
コミ   法第11条第3項に規定する、人の健康を損なうおそれのないことが明ら   

報  7  
△  ▲  無  

』ニ  
仁】  

注）○印は審議、△印は報告、▲印は文書配布による報告、×印は審議・報告なしを示す。   



5 器具・容器包装部会  

部  

間  

検討事項の範囲  科  

有  

A ＝＝：   

法第18条第1項の規定に基づく、器具・容器包装又はこれらの原材料の規   
食 口  口    ○  ○  有    格及び器具・容器包装の製造方法の基準（本表の4又は5に該当するもの   
ロロ  

衛  
を除く。）  

生  法第62条第1項において準用する第18条第1項の規定に基づく、指定おも   
2    ○  ○  有  分   ちや又はその原材料の規格及び指定おもちやの製造方法の基準（本表の6   
科  こ該当するものを除く。）  
A ：Zミ  

法第62条第2項において準用する第11条第1項の規定に基づく、洗浄剤の   

審 議      3    ○  ○  有    製造、使用又は保存の基準及びその成分規格（本表の7又は8に該当する    ものを除く。）   
法第18条第1項の規定に基づく、器具・容器包装又はこれらの原材料の規   
格及び器具・容器包装の製造方法の基準（既に定められている租格又は基  

4  ○  △  有  
ただし、その内容等からみて慎重に審議する必要があるとの部会の意見に  
基づき、分科会長が決定するものを除く。  

法第18条第1項の規定に基づく、器具・容器包装又はこれらの原材料の規   
格及び器具・容器包装の製造方法の基準（既に定められている規格又 は基  
準の一 のう に行 部改正ち．既われている食品妾今季昌会の食品健康影響  

5    ○  ▲  有            評価の結集に密雪がない又は食品健康影響評価を行うことが必要でない  

堤全に限る。）  
ただし、その内容等からみて慎重に審議する必要があるとの部会の意見に  
基づき、分科会長が決定するものを除く。  

部  法第62条第1項において準用する第18条第1項の規定に基づく、指定おも   
A  ちや又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準（既に定められている   

6  ○  △  有  

議  ただし、その内容等からみて慎重に審議する必要があるとの部会の意見に  
基づき、分科会長が決定するものを除く。  

法第62条第2項において準用する第11条第1項の規定に基づく、洗浄剤の   
製造、使用又は保存の基準及びその成分規格（既に定められている基準又  

7  ○  △  有  
ただし、その内容等からみて慎重に審議する必要があるとの部会の意見に  
基づき、分科会長が決定するものを除く。  

法第62条第2項において準用する第11条第1項の規定に基づく、洗浄剤の   
製造、使用又は保存の基準及びその成分規格（既に定められている基準又  

のう は規格の一部改正ち、既に行われている食品安全香昌会の食品健康  
8    ○  ▲  有            彰響評価の結果に変雪がない又は食品健康影響評価を行うことが必要で  

査邑塩全に限る。）  
ただし、その内容等からみて慎重に審議する必要があるとの部会の意見に  
基づき、分科会長が決定するものを除く。   

部  
．∠ゝ  

コミ   
報  

△  △  無   

．d＝  

注）○印は審議、△印は報告、▲印は文書配布による報告、×印は審議・報告なしを示す。   



6 新開発食品調査部会  

部  

間  
検討事項の範囲  科  

有  

．∠ゝ ＝ミ   

食  
ロl  

ロロ  

衛  
口  法第7条第1項から第3項までの規定に基づく新開発食品の販売の禁止、  ○  ○  有    及び同条第4項の規定に基づく当該禁止の解除  

生  

分  

科  

ノゝ コ冥  組換えDNA技術応用食品及び添加物に係る、法第11条第1項の規定に基   
2    ○  ○  有  審   づく製造、加工、使用、調理又は保存の基準及び成分規格（本表の3又は   

議  4に該当するものを除く。）   

組換えDNA技術応用食品及び添加物に係る、法第11条第1項の規定に基   
づく製造、加工、使用、調理又は保存の基準及び成分規格（既に定められ  
ている基準又は線格の一部改正（本表の4に該当するものを除く。）に限  

3  
○  △  有  

ただし、その内容等からみて慎重に審議する必要があるとの部会の意見に  
基づき、分科会長が決定するものを除く。  

組換えDNA技術応用食品及び添加物に係る、法第11条第1項の規定に基   

部 ′とゝ  づく製造、加工、使用、調理又は保存の基準及び成分規格（既に定められ   
コ三  

ている基準又は規格の一部改正のうち、既に行われている食品安全香呂  
4  

議  
○  ▲  有  

うことが必要でない場合に限る。）  

ただし、その内容等からみて慎重に審議する必要があるとの部会の意見に  

基づき、分科会長が決定するものを除く。  

J   

組換えDNA技術応用食品及び添加物の製造基準（平成12年厚生省告示  
田  ○  △  有  

部  

∠ゝ ＝ミ   「食品、添加物等の規格基準」（昭和34年厚生省告示第370号）の規定に   
6  

△  ▲  無   

dニ  

注）○印は審議、△印は報告、▲印は文書配布による報告、×印は審議・報告なしを示す。   
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消除予定添加物名簿（案）について  

平成22年3月5日   

既存添加物については、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律（平成7  

年法律第101号）附則第2条の3の規定（以下「消除規定」という。）により、厚生  

労働大臣は、その販売、製造、輸入、加工、使用、貯蔵及び陳列（以下「販売等」と  

いう。）の状況からみて、現に販売の用に供されていないと認められる場合、消除予  

定添加物名簿を作成の上公示し、必要な手続きを経て、既存添加物名簿（平成8年厚  

生省告示第120号）からその名称を消除することができることとされており、本消除  

規定に基づき、これまでに70品目を消除している。   

この消除規定に基づく消除予定添加物名簿の公示に先立ち、昨年、添加物としての  

販売等が確認できなかった既存添加物125品目について、販売等の実態調査を行った。   

調査の結果を踏まえ、別添1のとおり、消除予定添加物名簿（案）をまとめたので  

報告する。  

〔）消除予定添加物名簿への収載対象とした品目（消除対象候補とする品目）   

a） 日本国内において流通実態が確認できなかった品目   

b） 日本国内において流通実態はあるが、添加物用途での使用が確認できなかっ  

た品目   

c） 消除の申出があった品目（カテキン、カニ色素、コーパル樹脂 、スフィンゴ  

脂質（ウシの脳）、ダンマル樹脂）  

〔）今後の作業  

・平成22年3月～4月を目処に消除予定添加物名簿を公示し、6ケ月の申出手続き   

（法定）及びWTO通報を開始する。   



別添1  

消除予定添加物名簿（案）  

番号  既存添加物番号   名 称   詳 細   

011   N－アセチルグルコサミン  

2   021   アラピノガラクタン  

3   023   アルカネット色素  

4   028   アロエベラ抽出物  

5   037   イモカロテン  

6   044   エゴノキ抽出物  

7   046   エラグ酸  

8   049   オキアミ色素  

9   052   オリゴーN－アセチルグルコサミン  

10   054   オリゴグルコサミン  

11   061   カカオ庚末色素  

12   065   ガストリックムチン  

13   070   カテキン  

14   072   カニ色素  

15   094   キダチアロ工抽出物  

16   100   キハダ抽出物  

17   113   グッタハンカン  

18   116   グリーーンタフ  

19   133   クワ抽出物  

20   136   ゲンチアナ抽出物  

21   140   酵素処理カンゾウ  

22   141   酵素処理チャ抽出物  

23   147   酵素分解ハトムギ抽出物  

24   155   コーパル樹脂  

25   156   コ／くルト  

2－6   160   ゴム分解樹脂  

27 162   コメヌカ酵素分解物  

28   165   ササ色素  

29   166   サトウキビロウ  

30   171   サンダラック樹脂  

31   180   シコン色素  

32   185   ジャマイカカッシア抽出物  

33   187   焼成カルシウム   うた殻 

34   193   スクレロガム  

35   197 スフィンゴ脂質   ウシの脳   

36   203   セサモリン  

37   205   セスバニアガム  

38   212   ソルバ  

39   213   ソルビンハ  

40   214   L－ソルポース  

41   226   タンニン（抽出物）   
クリの渋皮  

タマリンドの種子   

42   227   ダンマル樹脂  

43   231   チャ種子サポニン  

44   233   チルテ  

45   235   ツヌt  

46   238   低分子ゴム  

47  244   電気石  

48   248   動物性ステロール 

49   249   ドクダミ抽出物  

50   258   トリアシルグリセロールリパーゼ  

51   268   ニガキ抽出物  

52   269   ニガーグッタ  

53   270   ニガヨモギ抽出物  

54   271   ニストース  

事
l
 
 
 



番号  既存添加物番号   名 称   詳 細   

55   273   ニュウコウ  

56   275   ニンニク抽出物  

57   281   パフイア抽出物  

58   288   ヒキオコシ抽出物  

59   295   ヒメマツタケ抽出物  

60   296   ピメンタ抽出物  

61   331   ヘスベレテン  

62   335   ペニノキ末色素  

63   338   ベネズエラチクル  

64   339   ペパー抽出物  

65   348   ホウセンカ抽出物  

66   349   ホコツシ抽出物  

67   359   マッサランドパテヨコレート  

68   360   マッサランド／くバラタ  

69   372   メチルチオアデノシン  

70   377   モウソウテク炭抽出物  

71   385   モリン  

72   386   モンタンロウ  

73   388   油煙色素  

74   389   ユーカリ葉抽出物  

75   405   リンターセルロース  

76   410   レツチュデバカ  

77   411   レバン  

78   412   レモン果皮抽出物  

79   416   ロシディンハ  

80   419   ワサビ抽出物  



別添2  使用実態のない既存添加物の消除の流れについて  

遅くとも  

平成23年  

3月～4月  

平成21年 平成22年  

10月  3月～4月  

平成22年  

9月～10月  
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訂正申し出期間（法定）  

〔wTO通報も含む〕  

・申し出内  

一再調査ノ  

1年以内（法定）   

1 I  

L＿  



食品安全委員会への意見聴取及び食品健康影響評価結果について（平成22年3月現在）  

案件   根拠条文   
結果通知  

文書番号   備考   
意見聴取  
年月日   

文書番号  
年月日  

添加物の指定（」－アスコルビン酸2－ ルコシド 
厚生労働省発食安  

H15．7．31  府食第34号  ステアリン酸マグネシウ ム、リン酸三マグネシウ   H16．1．20  

グ、ステアリン酸マグネシウム、  
第24条第1項第1号   H15．7．1   第0701016号  

リン酸三マグネシウム）   H15．9．25  府食第129号  L－アスコルビン酸2－ グルコシド   H16．1．20   

添加物の使用基準の改正（アセスルフア ムカリウム H15．7．31  府食第35号  酸化マグネシウム、炭酸 マグネシウム  H16．1．20  
厚生労働省発食安  

、亜硫酸塩類、酸化マグネシ ウム H15息28  府食第69号  アセスルファムカリウム  H16，1．20  、炭酸マグネシウム）   
H15．9．25  府食第130号  亜硫酸塩   H16．1．20   

添加物の規格の改正（メチルヘスペリジ  食品安全基本法   

ン）   第24粂第1項第1号  H15．7．1  厚生労働省発食安  H15．7．24  府食第28号  H15．1t）．16  

添加物の基準の設定（コウジ酸）   
食品安全基本法  
第24条第1項第1号   H15．7．1  厚生労働省発食安 第0701019号  H15．7．24  府食第29号  H15．10．16   

添加物の規格の改正（タール色素）   
食品安全基本法  

第24条第1項第1号   
H15．7．1   厚生労働省発食安 第0701023号  H15．9．25  府食第131号  H16．2．27   

添加物の指定（ポリソルベート   食品安全基本法   
20，60．65．80）   第24条第1項第1号  H15．10．8  厚生労働省発食安  H19．6．7  府食第573号  H19．8．9添加物部会   H20．4．30  

食品安全基本法  
添加物の指定（ナタマイシン）  H15．10．20  厚生労働省発食安 第1020001号  H17．5．6  府食第460号  H17且24添加物部会 H17．6．13パブコメ開始   H17．11．28   

第24条第1項第1号  
H19．9．26添加物部会  

食品安全基本法  
添加物の指定（ナイシン）  第2．4条第1項第1号  H15．10．20  厚生労働省発食安 第1020002号  H20，1．31  府食第108号   H19．10．24添加物部会 H20，2．28添加物部会  H21．3．2   

H20．6．1りくブコメ開始  

食品安全基本法  添加物の指定（亜酸化窒素）  第24条第1項第1号  H15．10．20  厚生労働省発食安 第1020003号  H16．12．9  府食第1236号  H16．12．17添加物部会 H16．12．28パブコメ開始   H17．3．22   

H16．10．07添加物部会  
添加物の使用基準の改正（亜塩素酸ナ  食品安全基本法   府食第1166号   H17．3．24添加物部会  
トリウム）   

H17．9．16 H15．10．20  厚生労働省発食安  H16．11．18 H20．6．19（評 価書訂正）  H17．4．6パブコメ開始   

食品安全基本法  添加物の指定（アセトアルデヒド）  H15．11．21  厚生労働省発食安 第1121001号  H17．7．21  府食第716号  H17．6．23添加物部会 H17．7．7パブコメ開始   Hl臥5．16   
第24条第1項第1号  

添加物の指定（イソブタノール）   
食品安全基本法  厚生労働省発食安  

H15．11．21   第1121002号   
H16．4．23添加物部会  

第24条第1項第1号  
H16．5．27  府食第590号   H15．5．17パブコメ開始   H16．12．24   

添加物の指定（2－エチル3（50「6）－ゾメチルビラ  食品安全基本法   Hほ4．8添加物部会   
ゾン）   第24条第1項第1号  H15．11．21  厚生労働省発食安  H16．5．27  府食第591号  H16．5．10パブコメ開始   

H16．12．24  

添加物の指定（2，3．5，6うトラメチルビラゾン）   食品安全基本法  厚生労働省発食安  H16，4．8添加物部会  
第24条窟1項第1号   H15．11．21   第1121004号   H16．5．27  府食第592号   H16．5．10パブコメ開始   H16．12．24   

添加物の指定（プロパノール）   
食品安全基本法  
第24条第1項第1号   H15．11．21  厚生労働省発食安 第1121005号  H16．9．9  府食第929号  H16．8．26添加物部会 H18．9．13パブコメ開始   H17．2．24   
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食品安全委員会への意見聴取及び食品健康影響評価結果について（平成22年3月現在）  

案件   根拠条文   
意見聴取  
年月日   

文書番号   
結果通知  

文書番号   備考   
年月日  

添加物の使用基準改正（グルコン酸亜  食品安全基本法   
鉛）   第24条第1項第1号  H15．12．2  厚生労働省発食安  H18．5．27  府食第589号  H16．4．8添加物部会   H16．12．24  

食品安全基本法  
添加物の使用基準改正（グルコン酸銅）  2－4条第1項第1号   厚生労働省発食安  H16．4．8添加物部会  

H15．12．2   第1202005号   H16．5．27  府食第588号   H16．5．10パブコメ開始   H16．12．24   

添加物の指定（イソプロパノール）   食品安全基本法  第24粂第1項第1号  H15．12．15  厚生労働省発食安 第1215002号  H16．12．9  府食1235号  H16．10．28添加物部会 H16．11．19パブコメ開始   H17．4．28   

添加物の指定（ステアリン酸カルシウム）  食品安全基本法 第24粂第1項第1号   H16．3．4  厚生労働省発食安 第0304001号  H16．7．29  府食第795号  H16．6．24添加物部会 H16且19パブコメ開始   H16．12．24   

食品添加物「アカネ色素」を既存添加物  食品安全基本法   H16．7．9パブコメ開始   

名簿から消除すること   第24条第1項第11号  H16．6．18  厚生労働省発食安  H16．7．2  府食第719号  H16．7．9  

添加物の指定（ヒドロキシプロピルセル  食品安全基本法   
ロース）   H16．8．16  厚生労働省発食安  H17．3．10  府食第258号  H17．2．24添加物部会   H17．8．19  

添加物の指定（イソアミルアルコール）  食品安全基本法 第24粂第1項第1号   H16．11．5  厚生労働省発食安 第1105001号  H17．3．17  府食第289号  H17．2．24添加物部会 H7．3．14パブコメ開始   H17息19   

添加物の指定（2，3．5－トリメチルビラゾン）   食品安全基本法  
第24条第1項第1号   H16．11．5  厚生労働省発食安 第1105002号  H17．3．17  府食第290号  H17．2．24添加物部会 H17．3．14／けコメ開始   H17．臥19   

添加物の指定（アミルアルコール）   食品安全基本法  厚生労働省発食安  H17．2．24添加物部会  

第24条第1項第1号   H18．11．5   第1105003号   H17．3．17  府食第291号   H17．3．14パブコメ開始   H17．8．19   

食品安全基本法  
H19・11・28添加物部会  

添加物の指定（加エデンプン11品目）   第24条第1項第1号   H16．11．26  厚生労働省発食安 第1126002号  H19．11．29  府食第1172号   H20．7．4添加物部会 H20 H20．10．1   

．3．13パブコメ開始  

添加物の指定（ネオテ一斗）   
食品安全基本法  
第24条第1項第1号   H17．1．31  厚生労働省発食安 第0131001号  H18．10．19  府食第826号  Hl．9・7・4添加物部会 H19．9．3パブコメ開始   H19．12．28   

添加物の成分規格の改正（次亜塩素酸  食品安全基本法   

水）   第24条第1項第1号  H17．1．31  厚生労働省発食安  H19．1．25  府食第94号  H19．3．20添加物部会         第0131002号    H20．2．7パブコメ開始   
食品安全基本法  

H17．3．7   
添加物の指定（2－エチルー3－メチルビラゾン）   第24条第1項第1号  厚生労働省発食安 第0307001号  H17．8．18  府食第804号  H17．7．28添加物部会 H17且19パブコメ開始   H18．5．16   

食品安全基本法  

添加物の指定（ブタノール）  第24粂第1項第1号   H17．3．7  厚生労働省発食費 第0307002号  H17．9．22  府食第936号  H17．廿24添加物部会 H叩．5．1パブコメ開始   H18．9．12   

食品安全基本法  
H17．3．7   

添加物の指定（5－メチルキノキサリン）   第24条第1項第1号  厚生労働省発食安 第0307003号  H17．8，18  府食第805号  H17．7．28添加物部会 H17．8．19パブコメ開始  H18．5．16   
添加物の指定（アルギン酸アンモ土ウ  食品安全基本法   H17．3．28   
ム）   第24条第1項第1号  厚生労働省発食安  H18．3．30  府食第239号  H柑．3．23添加物部会   H18．12．26  

食品安全基本法 厚生労働省発食安  H18．3．23添加物部会  
添加物の指定（アルギン酸カリウム）   第24条第1項第1号   H17．3．28   第0328002号   H18．3．30・  府食第239号   H18822パブコメ開始   H18．12．26   

食品安全基本法  
添加物の指定（アルギン酸カルシウム）   第24条第1項第1号   H17こ3．28  厚生労働省発食安 第0328003号  H18．3．30  府食第239号  H18．12．26   

－2－   



食品安全委員会への意見聴取及び食品健康影響評価結果について（平成22年3月現在）  

案件   根拠条文   
意見聴取  

文書番号   
結果通知  

文書番号   備考   
年月日  年月日   

添加物の指定（リン酸一水素マグネシウ   法   厚生労働省発食安  
ム）   食品安全基本  H17．3，28              第24条第1項第1号   第0328004号   
添加物の使用基準改正（ヒト●ロキシナロビルメ  食品安全基本法   

H17．4．26   
チルセルロース）   第24条第1項第1号  厚生労働省発食安  H18．8．24  府食第675号  H18且22添加物部会   H19．2．27  

食品安全基本法  
添加物の指定（ポリビニルピロリドン）  

厚生労働省発食安  
H17．6．20   第0620005号  

添加物の指定（アルミノケイ酸ナトリウ  食品安全基本法   厚生労働省発食安  

ム）   第24条第1項第1号  H17．8．15                 第0815001号   
食品安全基本法  

添加物の指定（ケイ酸カルシウム）  第24条第1項第1号   H17．8．15  厚生労働省発食安 第0815002号  H19．7．26  府食第719号  H19．8．9添加物部会 H19．10．29パブコメ開始   H20．4．30   

添加物の指定（ケイ酸カルシウムアルミ  食品安全基本法   厚生労働省発食安  
ニウム）   H17．8．15              第24条第1項第1号   第0815003号   

食品安全基本法  
添加物の指定（ケイ酸マグネシウム）  H17．乱15  厚生労働省発食安 第0815004号  H22．1．21  府食第47号   H21．12．25添加物部会  

H19且9添加物部会  
添加物の指定（L－アスコルビン酸カルシ  

食品安全基本法  
ウム）  H17．10．3  厚生労働省発食安 第1003002号  H19．8．23 H20．6．19（評 価書訂正）  府食第799号 府食第678号   H19．10．29パブコメ開始   H20．4．30   

第24条第1項第1号  

食品安全基本法  
添加物の指定（イソプチルアルデヒド）   第24条第1項第1号   H17．12．19  厚生労働省発食安 第1219009号  H18．12．7  府食第989号  H18．12．8添加物部会 H19．3．23パブコメ開始   H19．8．3   

添加物の指定（プチルアルデヒド）   
食品安全基本法  
第24条第1項第1号   H17．12．19  厚生労働省発食安 第1219010号  H19．3．22  府食第296号  H19．3，20添加物部会 H19．8．1パブコメ開始   H19．10．26   

食品安全基本法  
添加物の指定（2－メチルブタノール）   第24条第1項第1号   H17，12．19  厚生労働省発食安 第1219011号  H18．10．12  府食第808号  H18．12．8添加物部会 H19．3．23パブコメ開始   H19且3   

添加物の指定（トコフェロール酢酸エステ  食品安全基本法   

ル）   第24条第1項第1号  H17．12．19  厚生労働省発食安  H18．9．21  府食第745号  H18．9．28添加物部会   H19．4．26  

添加物の指定（d－α－トコフェロール酢酸  食品安全基本法   

エステル）   H17．12．19  厚生労働省発食安  H18月．21  府食第745号  H18．9．28添加物部会   H19．4．26  

食品安全基本法  
添加物の指定（水酸化マグネシウム〉   第24条第1項 H18．3．9  厚生労働省発食安 第0309001号  H19．11．1  府食第1079号  H19．10．24添加物部会 H20．2．7パブコメ開始   H20．7．4   

食品安全基本法  厚生労働省発食安  
添加物の指定（サッカリンカルシウム）   第24条 1項第1号  H18．5．22   第0522005号  

添加物の指定（」－グルタミン酸アンモニ  食品安全基本法   

ウム）   第24条第1項第1号  H18．5．22  厚生労働省発食安  H20．3．13  府食第277号  H20．4．11添加物部会．         第0522006号‘    H20．6．18パブコメ開始   
添加物の指定（亜塩素酸水）   

食品安全基本法  
第24条第1項第1号   H18．8．14  厚生労働省発食安 第0814001号  H20．6．19  府食第677号  

添加物の指定（ウッドロジングリセリンエ  食品安全基本法   

ステル）   第24条第1項第1号  H18．8．29  厚生労働省発食安  H21．2．3  取り下げ 
添加物の指定（ステアロイル乳酸ナトリ  食品安全基本法 
ウム）   第24条第1項第1号  H19．2．6  厚生労働省発食安  H20．7．10  府食第766号  H20．7．4添加物部会         男0206001号    H20且16パブコメ開始   
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食品安全委員会への意見聴取及び食品健康影響評価結果について（平成22年3月現在）  

案件   根拠条文   
結果通知  

文書番号   備考   
意見聴取  
年月日   

文暮番号  
年月日  

添加物の指定（乳酸カリウム）   
食品安全基本法 第24条第1項第1号・   H19．2．6  厚生労働省発食安 第0206002号  

添加物の指定（／ルルテルデヒド）   食品安全基本法  
第24粂第1項第1号   H19．3．19  厚生労働省発食安 第0319023号  H20．3．27  府食第324号  H20．7．4添加物部会 H20．9．16パブコメ開始   H21．6．4   

添加物の指定（イソバレルアルデヒド）   食品安全基本法 
第24条第1項第1号   H19．3．19  厚生労働省発食安 第0319024号  H20．3．27  府食第325号  H20．7．4添加物部会 H20且16パブコメ開始   H21．6．4   

添加物の指定（ソルビン酸カルシウム）  食品安全基本法 第24条第1項第1号   H19．3．19  厚生労働省発食安 第0319025号  H20．11．20  府食第1264号  H20．11．25添加物部会 H21．2．20パブコメ開始  
添加物の指定（プロテイングルタミナー  食品安全基本法   厚生労働省発食安  

ゼ）   第24条第1項第1号  H19．8．2                 第0802001号   
添加物の指定（5一メチルテトラヒドロ葉  食品安全基本法 厚生労働省発食安  
酸カルシウム）   第24条第1項第1号  H19．8．2                 第0802002号   

食品安全基本法  添加物の指定（2，3－ジメチルピラジン）  H20．2．7  厚生労働省発食安 第0207001号  H20．7．31  府食第837号  H20．9．24添加物部会 H20．12．11パブコメ開始   H21．6．4   

添加物の指定（2．5－ジメチルピラジン）  食品安全基本法 第24粂第1項第 H20．2．7   
1号  厚生労働省発食安 第0207002号  H20．7．31  府食第838号  H20．9．24添加物部会 H20．12．11／けコメ開始   H21．6．4   

添加物の指定（2．6－ジメチルピラジン）  食品安全基本法  
第24条第1項第1号   H20．2．7  厚生労働省発食安 第0207003号  H20．7．31－  府食第839号  H20．9．24添加物部会 H20．12．11パブコメ開始   H21．6．4   

添加物の指定（2－エチルピラジン）   
食品安全基本法 第24条第1項第1号   

H20．5．22  厚生労働省発食安 第0522006号  H20．11．27  府食第1293号  H20．10．22添加物部会 H21．2．19パブコメ開始  
食品安全基本法  

添加物の指定（2一メチルピラジン）  
第24条第1項第1号   H20．5．22  厚生労働省発食安 第0522007号  H20．11．27  府食第1294号  H20．10．22添加物部会 H21．2．19パブコメ開始  

添加物の規格の改正（ネオテーム）   
食品安全基本法  

第24条第1項第2号   H20．9．19  厚生労働省発食安 第0919004号  H20．9．25  府食第1023号  H20．10．22添加物部会 H21．2．19パブコメ開始  

添加物の指定（2－ペンタノール）   
食品安全基本法  第24条第1項第1号  H20．10．14  厚生労働省発食安 第1014001号  H21．1．22  府食第83号  H21．4．28添加物部会 H21．9．30パブコメ開始  

添加物の指定（2－メチルプチルアルデ  食品安全基本法   
ヒド）   第24条第1項第1号  H20．10．14  厚生労働省発食安  H21．1．22  府食第84号．  H20．12．22添加物部会         第1014002号    H21．3．19パブコメ開始   
添加物の事旨定（フルジオキソニル）   

食品安全基本法  H20．11．20  厚生労働省発食安 第1120003号  H21．7．16  府食第682号   H21且24添加物部会  
第24条第1項第1号  
食品安全基本法  

添加物の指定（プロピオンアルデヒド）   ■第24条第1項第1号   
H21．4．28添加物部会  H20．11．20  厚生労働省発食安 第1120004号  H21．4．2  府食第311号   H21．9．30パブコメ開始   

添加物の指定（6－メチルキノリン）   
食品安全基本法  厚生労働省発食安  

H20．11．20   第1120005号   
H21．4．28添加物部会  

第24条第1項第1号  
H21．5．21  府食第499号   H21．9．30パブコメ開始  

添加物の指定（2－エチルー5－メチルピラジ  食品安全基本法   H21．12．25添加物部会  
ン）   第24条第1項第1号  H21．3．12  厚生労働省発食安  H21．10．8  府食第954号           第0312001号   
添加物の指定（5，6，7，8－テトラヒドロキノキ  食品安全基本法   
サリン）   第24条第1項第1号  H21．3．12  厚生労働省発食安  H21．8．27  府食第818号  H21．9．3添加物部会         第0312002号    H21．12．1パブコメ開始   
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食品安全委員会への意見聴取及び食品健康影響評価結果について（平成22年3月現在）  

案件   根拠条文   
意見聴取  

年月日   
文書番号   

結果通知  
文書番号   

年月日  
備考   告示   

添加物の指定（3一メチルー2－ブタノール）  食品安全基本法 第24条第1項第1号   H21．3．12  厚生労働省発食安 第0312003号   H21．7，23  府食第701号  H21．9．3添加物部会 H21．12．1／けコメ開始  
添加物の使用基準改正（亜塩素酸ナトリ  食品安全基本法   
ウム）   第24条第1項第1号  H21．4．13  厚生労働省発食安  H21．7．23  府食第702号  H21．6．24添加物部会         第0413001号    H21．9．30パブコメ開始   

食品安全基本法  
添加物の指定（イソペンチルアミン）  

第24条第1項第1号   
H21．8．12  厚生労働省発食安 0812第1号  H21．11．12  府食第1076号   H21．12．25添加物部会  

添加物の指定（プチルアミン）   
食品安全基本法  H21．9．10  厚生労働省発食安 0910第2号  H22．3．4  府食第157号   H22，3．4添加物部会  
第24条第1項第1号  

添加物の指定（フェネチルアミン）   
食品安全基本法  厚生労働省発食安  

H21．11．5   1105 
卜122．3．4添加物部会  

第24条第1項第1号  

添加物の指定（トリメチルアミン）   
食品安全基本法  厚生労働省発食安  
第24条第1項第1号   

H21．11．26   1126 

添加物の指定（トペンテンー3－オ岬ル）   
食品安全基本法  厚生労働省発食安  
第24条第1項第■1号   ト122．2．2   0202第1号  

添加物の指定（3－メチルー2－ブテノール）  食品安全基本法 241 
厚生労働省発食安  

第条第項第1号  H22．2．2   0202第2号  

－5－   




